
は
じ
め
に

　

著
者
は
以
前
『
古
語
拾
遺
』
に
つ
い
て
検
討
し
、
そ
こ
に
登
場
す
る
草
薙
剣
の

言
説
が
『
古
事
記
』・『
日
本
書
紀
』（
以
下
『
記
』・『
紀
』
と
す
る
）
と
は
異
な

り
、
神
璽
の
剣
で
あ
る
と
い
う
性
格
を
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
編
纂
者
で
あ
る
斎

部
氏
の
即
位
儀
礼
に
つ
な
が
る
祭
祀
実
践
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら

か
に
し
た
。
つ
ま
り
『
古
語
拾
遺
』
に
お
け
る
草
薙
剣
を
神
璽
と
し
て
重
視
す
る

言
説
は
、
即
位
儀
礼
に
関
与
し
た
斎
部
氏
だ
か
ら
こ
そ
生
み
出
し
得
た
も
の
で
あ

っ
た
と
い
え
る
。
ま
た
、
そ
こ
に
は
即
位
儀
礼
か
ら
神
祇
官
が
排
除
さ
れ
る
と
い

う
時
代
に
と
も
な
う
即
位
儀
礼
の
変
化
が
あ
っ
た
。

　

そ
の
な
か
で
『
古
語
拾
遺
』
は
「
遣
れ
た
る
」
十
一
条
の
最
初
に
、
熱
田
社
へ

の
祭
祀
を
進
言
し
て
い
る
。
こ
れ
は
草
薙
剣
が
即
位
儀
礼
に
使
わ
れ
る
神
璽
の
起

(

1 (

『
尾
張
国
熱
田
太
神
宮
縁
起
』
を
読
む

│
│
『
古
語
拾
遺
』
と
の
比
較
か
ら
│
│

谷

口
　

潤

論　

文
　
『
尾
張
国
熱
田
太
神
宮
縁
起
』（
以
下
『
縁
起
』
と
す
る
）
は
熱
田
社
に
お

け
る
根
本
縁
起
だ
が
、
長
ら
く
そ
の
成
立
に
つ
い
て
は
論
争
も
な
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
近
年
、
中
世
神
話
研
究
の
影
響
を
受
け
、
本
書
を
日
本
紀
享
受

の
歴
史
に
位
置
付
け
る
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
こ
う
し
た
議
論

か
ら
、『
縁
起
』
の
奥
書
の
部
分
を
自
ら
の
由
来
を
語
る
神
話
と
し
て
読
む

こ
と
で
、
テ
キ
ス
ト
か
ら
離
れ
る
こ
と
な
く
そ
の
成
立
に
迫
っ
て
い
く
。

『
縁
起
』
の
注
目
す
べ
き
点
と
し
て
草
薙
剣
を
「
神
璽
の
剣
」
と
し
て
扱
わ

ず
、
か
つ
祭
神
で
あ
る
草
薙
剣
だ
け
で
な
く
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
に
つ
い
て
も
詳

細
に
記
載
し
て
い
る
点
が
あ
る
。
こ
う
し
た
問
題
を
検
討
す
る
た
め
に
も
、

本
稿
は
熱
田
社
の
大
宮
司
家
で
あ
る
尾
張
氏
と
藤
原
氏
に
注
目
し
『
縁
起
』

を
読
み
進
め
る
。
そ
れ
に
よ
り
『
縁
起
』
が
律
令
制
、
お
よ
び
地
方
神
祇
祭

祀
の
変
化
の
中
で
成
立
し
て
き
た
事
、
そ
う
し
た
成
立
の
契
機
が
奥
書
に
よ

っ
て
神
話
化
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
を
明
ら
か
に
す
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド　

 『
尾
張
国
熱
田
太
神
宮
縁
起
』、『
古
語
拾
遺
』、
草
薙
剣
、
尾

張
氏
、
藤
原
氏
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源
、「
天
璽
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
熱
田
社
に
お
け
る
祭
祀
を
重
要
視
す
る
と
い

う
『
古
語
拾
遺
』
独
自
の
神
話
言
説
に
由
来
す
る
も
の
だ
が
、
当
の
熱
田
社
の
縁

起
で
あ
る
『
尾
張
国
熱
田
太
神
宮
縁
起
』
で
は
こ
の
よ
う
な
神
璽
に
関
す
る
記
述

は
一
切
見
ら
れ
な
い
。『
縁
起
』
自
体
は
『
記
』・『
紀
』
及
び
『
尾
張
国
風
土
記
』

か
ら
草
薙
剣
に
か
か
わ
る
記
述
を
抜
粋
し
、
編
集
し
た
形
を
と
っ
て
い
る
が
、
天

孫
降
臨
の
物
語
に
つ
い
て
は
一
切
語
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
天
孫
降
臨
の
物
語
を
も

っ
て
草
薙
剣
を
律
令
に
規
定
さ
れ
た
「
神
璽
之
鏡
剣
」
の
起
源
と
す
る
『
古
語
拾

遺
』
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
態
度
が
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
差

が
『
縁
起
』
を
特
徴
づ
け
て
い
る
。

　
『
縁
起
』
は
貞
観
十
六
年
（
八
七
四
）
に
正
六
位
上
尾
張
連
清
稲
が
熱
田
神
宮

の
由
緒
を
記
し
、
そ
れ
を
寛
平
二
年
（
八
九
〇
）
に
藤
原
村
椙
が
改
め
た
も
の
で

あ
る
と
さ
れ
、
こ
の
由
来
か
ら
『
寛
平
縁
起
』
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
そ
の
成

立
に
つ
い
て
は
論
争
も
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
研
究
史
の
部
分
で
触
れ
る
よ
う

に
、
本
書
を
『
日
本
書
紀
』（
以
下
『
紀
』）
の
解
釈
史
に
お
い
て
中
世
へ
と
至
る

前
段
階
に
位
置
付
け
る
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
も
こ
う
し
た
研
究
史
を
踏

ま
え
つ
つ
、
具
体
的
な
成
立
年
代
を
検
討
す
る
こ
と
を
超
え
て
、
叙
述
者
で
あ
る

尾
張
氏
と
藤
原
氏
に
注
目
し
、
テ
キ
ス
ト
を
内
在
的
に
読
み
進
め
る
こ
と
に
よ
っ

て
、『
縁
起
』
を
歴
史
に
位
置
づ
け
る
こ
と
を
目
指
す
。
そ
の
時
先
に
挙
げ
た

『
古
語
拾
遺
』
と
の
差
は
重
要
な
手
が
か
り
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

1
．
研
究
史

　
『
縁
起
』
の
成
立
に
つ
い
て
は
じ
め
に
検
討
を
加
え
た
の
は
西
田
長
男
で
あ

る
。
西
田
は
『
群
書
解
題
』
の
神
祇
部
（
中
）
尾
張
国
熱
田
太
神
宮
縁
記
の
項
に

お
い
て
「
村
椙
が
本
書
を
述
作
し
た
と
い
う
の
は
、
年
代
か
ら
す
れ
ば
何
ら
さ
し

さ
わ
り
を
見
な
い
。
し
か
し
、
清
稲
な
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ば
伝
説
上
の

人
物
の
よ
う
で
、
そ
の
実
在
を
証
明
す
べ
き
根
本
の
資
料
に
接
し
な
い
の
で
あ

る
。」
と
述
べ
、
神
社
の
縁
起
と
し
て
は
古
す
ぎ
、
清
稲
の
実
在
を
証
明
で
き
な

い
点
を
根
拠
に
寛
平
二
年
の
成
立
を
否
定
し
た
。
そ
し
て
実
際
の
成
立
は
熱
田
社

大
宮
司
家
が
源
頼
朝
の
外
戚
と
な
っ
た
鎌
倉
初
期
で
あ
り
、
そ
の
編
纂
の
動
機
と

し
て
源
氏
の
外
戚
と
な
っ
た
大
宮
司
家
の
由
来
を
示
す
た
め
で
あ
っ
た
と
指
摘
し

た
。
こ
れ
に
対
し
て
尾
崎
知
光
は
、
内
容
は
お
お
む
ね
『
日
本
書
紀
』
に
一
致
し

て
お
り
、
寛
平
二
年
に
で
き
た
こ
と
を
否
定
は
で
き
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
こ

で
、
両
者
の
意
見
は
正
反
対
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
が
、
重
要
な
の
は
両
者
と
も

『
縁
起
』
が
独
自
の
伝
承
を
含
ん
で
い
る
と
し
て
そ
こ
に
価
値
を
置
い
て
い
る
点

で
は
一
致
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

一
方
、
井
後
政
晏
は
『
神
道
体
系　

神
社
編
十
九　

熱
田
』
に
お
い
て
諸
本
の

系
統
に
つ
い
て
考
察
し
、
群
書
類
従
本
と
千
秋
家
本
の
二
つ
に
分
類
し
、
西
宮
秀

紀
が
さ
ら
に
こ
れ
ら
諸
本
の
詳
細
な
分
類
を
進
め
、
奥
書
や
文
字
表
記
を
検
討

し
、
千
秋
家
本
が
よ
り
古
い
形
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
し
、
諸
本
の
系
統
図
を
作

成
し
て
い
る
。
本
稿
で
も
西
宮
の
研
究
を
受
け
、
千
秋
家
本
の
系
統
で
あ
る
岡
山

高
蔭
書
写
本
を
底
本
と
す
る
神
道
体
系
本
を
使
用
す
る
。

　

と
こ
ろ
で
、『
縁
起
』
か
ら
、
熱
田
に
ま
つ
わ
る
中
世
神
道
の
広
が
り
に
注
目

し
た
研
究
に
伊
藤
正
義
の
「
熱
田
の
深
秘
│
│
中
世
日
本
紀
私
注
│
│
」
が
あ

る
。
伊
藤
は
こ
の
論
文
で
「
あ
つ
た
の
し
む
ひ
」
や
『
神
璽
灌
頂
』
を
扱
い
、
中

世
文
学
と
中
世
の
神
道
世
界
の
か
か
わ
り
を
示
し
た
が
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、

そ
の
は
じ
め
に
『
縁
起
』
を
置
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。『
縁
起
』
そ
の
も
の
に (
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つ
い
て
は
「
そ
の
内
容
は
『
日
本
書
紀
』
を
中
心
に
、
一
部
に
『
古
事
記
』
を
取

り
合
わ
せ
て
骨
子
を
作
り
、
さ
ら
に
『
尾
張
国
風
土
記
』
と
も
重
な
る
と
こ
ろ
が

あ
る
が
、
そ
れ
は
『
風
土
記
』
の
影
響
下
に
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
ま
た
、
直

接
熱
田
社
の
伝
承
に
基
づ
い
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
」
と
熱
田
社
独
自
の
伝
承

を
想
定
し
て
は
い
る
が
、
そ
の
内
容
が
中
世
日
本
紀
の
世
界
に
つ
な
が
っ
て
い
る

こ
と
を
示
し
た
。

　

さ
ら
に
青
木
周
平
は
『
記
』
の
受
容
の
側
面
か
ら
『
縁
起
』
を
考
察
す
る
。
青

木
は
「『
尾
張
国
熱
田
太
神
宮
縁
起
』
の
性
格
と
古
事
記
の
引
用
」
で
、『
縁
起
』

内
の
歌
に
つ
い
て
考
察
し
、『
古
事
記
』
と
の
共
通
性
を
持
っ
て
い
な
が
ら
微
妙

な
言
葉
遣
い
の
違
い
を
持
っ
て
い
る
こ
と
、『
記
』・『
紀
』
に
は
見
ら
れ
な
い
独

自
の
伝
承
（『
尾
張
国
風
土
記
』
逸
文
に
類
似
）
が
あ
る
こ
と
、
と
い
う
二
点
か

ら
『
縁
起
』
が
『
紀
』
を
中
心
に
「
諸
伝
承
を
援
用
し
つ
つ
、
記
事
を
再
構
築
す

る
『
縁
起
』
の
あ
り
よ
う
」
を
示
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
が
熱
田
社
の
祭
神
で
あ
る

草
薙
剣
を
、
記
述
の
中
心
に
据
え
る
と
い
う
独
自
の
文
脈
を
創
り
出
す
『
縁
起
』

の
意
識
的
な
手
法
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
の
よ
う
に
『
記
』・『
紀
』
を

受
容
し
つ
つ
そ
れ
を
再
構
築
し
た
も
の
と
し
て
『
縁
起
』
を
評
価
し
た
こ
と
は
、

従
来
の
独
自
の
伝
承
に
の
み
価
値
を
置
く
研
究
と
は
一
線
を
画
す
と
言
え
る
。
ま

た
荊
木
美
行
は
『
縁
起
』
の
『
尾
張
国
風
土
記
』
の
受
容
に
つ
い
て
考
察
し
て
い

る
。

　

両
者
と
も
に
『
縁
起
』
の
具
体
的
な
成
立
年
代
に
は
触
れ
ず
、『
記
』・『
紀
』

あ
る
い
は
『
風
土
記
』
を
受
容
し
た
も
の
と
し
て
扱
っ
て
い
が
、
こ
れ
は
『
縁

起
』
を
中
世
日
本
紀
の
流
れ
に
位
置
付
け
た
伊
藤
の
論
を
受
け
た
も
の
で
あ
り
、

本
書
を
『
記
』・『
紀
』
の
解
釈
史
の
中
に
位
置
付
け
た
と
評
価
で
き
る
。
特
に
青

木
の
論
で
重
要
な
の
は
、『
縁
起
』
が
祭
神
で
あ
る
草
薙
剣
を
中
心
に
『
記
』・

『
紀
』
の
記
述
を
再
構
築
し
た
と
指
摘
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
は
な
ぜ

こ
の
よ
う
に
『
記
』・『
紀
』
を
再
構
築
し
た
の
か
が
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ

し
て
そ
れ
指
摘
し
た
の
が
阿
部
泰
郎
で
あ
る
。

　

阿
部
は
「〝
日
本
紀
〞
と
い
う
運
動
」
で
『
縁
起
』
や
『
住
吉
大
社
神
代
記
』

を
取
り
上
げ
、
両
者
が
「
神
代
を
含
む
そ
の
縁
起
記
述
を
、
基
本
的
に
『
紀
』
に

拠
り
、
し
か
も
そ
こ
か
ら
の
引
用
と
は
全
く
示
さ
ず
、
そ
の
抽
出
と
再
構
成
に
よ

っ
て
書
か
れ
、
そ
の
中
に
自
社
の
祭
祀
者
│
│
制
作
の
主
体
│
│
の
祖
先
の
関
与

を
挿
入
し
て
位
置
付
け
る
と
い
う
、
共
通
し
た
方
法
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
」

と
し
、『
縁
起
』
を
『
紀
』
解
釈
の
運
動
の
中
に
位
置
付
け
た
。
こ
れ
は
受
容
史

と
い
う
形
で
は
な
く
、
テ
キ
ス
ト
に
即
し
つ
つ
い
か
に
『
紀
』
が
読
ま
れ
、
解
釈

さ
れ
、
新
た
な
テ
キ
ス
ト
が
生
み
出
さ
れ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
視
点

で
あ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
視
点
は
『
縁
起
』
を
『
記
』・『
紀
』
解
釈
の
自
己
運

動
に
還
元
す
る
だ
け
で
な
く
、
歴
史
の
中
に
置
き
な
お
す
こ
と
で
テ
キ
ス
ト
の
成

立
を
内
在
的
に
読
み
解
く
方
向
性
を
示
し
た
と
い
え
る
。

　

こ
う
し
た
研
究
を
受
け
『
縁
起
』
を
『
紀
』
の
解
釈
史
に
置
き
、
研
究
を
進
め

た
の
が
稲
生
知
子
で
あ
る
。
稲
生
は
「
貞
観
」「
寛
平
」
と
い
う
年
代
を
あ
え
て

疑
わ
ず
、
貞
観
、
寛
平
年
間
に
宮
廷
内
で
日
本
紀
講
書
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
か

ら
、
編
者
の
村
椙
を
日
本
紀
講
の
担
い
手
、
そ
し
て
そ
の
知
に
よ
っ
て
地
方
を
収

め
た
国
守
と
位
置
付
け
る
。
そ
し
て
『
縁
起
』
を
貞
観
、
寛
平
年
間
に
お
く
こ
と

で
『
記
』・『
紀
』
を
読
み
替
え
た
伝
承
の
広
が
り
「
伝
承
世
界
」
の
中
に
『
縁

起
』
を
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
。
そ
こ
で
『
縁
起
』
独
自
の
記
事
で
あ
る
「
覚
賀

鳥
」
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
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亦
曰
く
公
の
海
に
入
り
給
ふ
の
由
を
問
ひ
給
へ
は
、
八
腹
啓
し
て
曰
さ

く
、
駿
河
の
海
を
度
り
給
ふ
に
、
海
中
に
鳥
有
り
。
鳴
く
声
加
怜
、
毛
羽
奇

麗
、
こ
れ
を
土
俗
に
問
ひ
給
ふ
と
、
覚
賀
鳥
と
答
ふ
。

　
（
亦
問
曰
公
入
海
之
由
、
八
腹
啓
曰
、
度
駿
河
之
海
、
ゝ
中
有
鳥
。
鳴
声

加
怜
、
毛
羽
奇
麗
、
問
之
土
俗
、
答
覚
賀
鳥
。）

 

（『
尾
張
国
熱
田
太
神
宮
縁
起
』）

　

建
稲
種
公
の
死
に
対
し
て
日
本
武
尊
が
久
米
八
腹
に
問
う
た
際
、
八
腹
が
建
稲

種
公
が
覚
賀
鳥
を
捕
ま
え
よ
う
と
し
た
た
め
海
に
落
ち
て
死
ん
だ
と
答
え
た
場
面

で
、「
俗
」
が
覚
賀
鳥
に
つ
い
て
答
え
た
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
「
俗
」
の
言
葉

を
村
椙
が
記
し
た
の
は
、
彼
が
『
風
土
記
』
を
念
頭
に
入
れ
「
俗
」
の
言
葉
に
価

値
を
置
い
て
い
た
た
め
と
し
た
。
そ
し
て
村
椙
が
、
当
時
領
民
と
国
衙
が
不
安
定

な
状
況
に
あ
っ
た
尾
張
国
を
支
配
す
る
た
め
に
熱
田
社
を
取
り
込
む
べ
く
そ
の
縁

起
を
記
し
た
と
し
て
、『
縁
起
』
を
新
た
に
生
成
さ
れ
た
「
中
央
政
府
と
地
方
を

つ
な
ぐ
物
語
」
と
位
置
付
け
た
。

　

さ
ら
に
「「
建
稲
種
公
之
妹
」
│
│
『
尾
張
国
熱
田
太
神
宮
縁
起
』
の
〈
神
話
〉

生
成
│
│
」
に
お
い
て
、
宮
酢
姫
が
建
稲
種
公
の
妹
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目

し
、
こ
こ
に
尾
張
氏
の
ヒ
メ
ヒ
コ
制
の
起
源
を
見
出
し
た
倉
塚
曄
子
の
説
を
引

き
、
な
ぜ
『
縁
起
』
が
こ
の
よ
う
に
記
し
た
の
か
を
検
討
し
て
い
る
。

　

そ
こ
で
『
縁
起
』
が
宮
酢
姫
を
妹
と
す
る
こ
と
で
、
兄
（
建
稲
種
公
）
と
夫

（
日
本
武
尊
）
の
君
臣
関
係
を
強
化
し
て
お
り
、
そ
れ
が
『
源
氏
物
語
』
な
ど
に

見
え
る
平
安
時
代
に
は
宮
中
に
上
が
る
「
妹
」
を
身
分
の
高
い
「
兄
」
が
後
見
す

る
と
い
う
平
安
時
代
の
兄
弟
の
在
り
方
に
合
致
す
る
と
指
摘
し
た
。

　

稲
生
の
議
論
は
、
受
容
史
に
と
ど
ま
ら
ず
平
安
時
代
と
い
う
時
代
の
中
に
『
縁

起
』
を
置
き
、
な
ぜ
『
縁
起
』
が
生
ま
れ
た
の
か
を
考
察
し
て
お
り
、
こ
の
点
は

評
価
す
べ
き
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
日
本
紀
講
の
現
場
と
『
縁
起
』
を
結
び

付
け
る
こ
と
に
は
疑
問
が
残
る
。
青
木
の
指
摘
す
る
よ
う
に
『
縁
起
』
は
あ
く
ま

で
も
祭
神
で
あ
る
草
薙
剣
を
そ
の
記
述
の
中
心
に
据
え
、『
記
』・『
紀
』
の
記
述

を
再
構
築
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
特
に
『
縁
起
』
で
は
『
古
語
拾
遺
』
と
は
異
な

り
、
神
璽
の
剣
と
し
て
の
草
薙
剣
に
つ
い
て
は
一
切
言
及
が
な
く
、
草
薙
剣
が
熱

田
社
の
神
と
し
て
、
い
か
に
し
て
熱
田
に
鎮
座
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
が
そ
の

記
述
の
中
心
で
あ
る
以
上
、
あ
く
ま
で
熱
田
社
の
側
に
立
っ
て
本
書
を
読
む
べ
き

で
あ
る
。

　

以
上
『
縁
起
』
の
研
究
史
は
『
縁
起
』
の
実
際
の
成
立
年
代
を
求
め
る
も
の
か

ら
、『
記
』・『
紀
』
の
解
釈
史
に
位
置
付
け
る
も
の
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
と
い

え
る
。
そ
こ
に
は
、『
縁
起
』
独
自
の
記
述
を
古
伝
承
と
し
て
捉
え
そ
こ
に
置
く

視
点
か
ら
、『
記
』・『
紀
』
を
解
釈
し
て
生
み
出
さ
れ
た
新
し
い
言
説
と
し
て
積

極
的
に
評
価
す
る
視
点
へ
の
転
換
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
研
究
を
踏
ま
え
た
と

き
、
次
に
問
わ
れ
る
の
は
『
縁
起
』
が
な
ぜ
生
み
出
さ
れ
た
の
か
と
い
う
事
で
あ

る
。
重
要
な
の
は
『
縁
起
』
の
成
立
を
テ
キ
ス
ト
の
外
側
に
求
め
る
の
で
は
な

く
、
ま
た
寛
平
二
年
と
い
う
年
号
を
鵜
呑
み
に
す
る
こ
と
で
も
な
く
、『
縁
起
』

の
テ
キ
ス
ト
に
依
り
つ
つ
『
縁
起
』
を
歴
史
の
中
に
位
置
付
け
る
こ
と
で
あ
る
。

2
．『
縁
起
』
の
由
来

　

そ
こ
で
問
題
に
な
る
の
が
『
縁
起
』
の
奥
書
の
部
分
で
あ
る
。

　

但
し
件
の
御
社
に
舊
よ
り
縁
起
無
き
に
依
て
、
去
る
貞
観
十
六
年
の
春
、

神
宮
別
当
正
六
位
上
尾
張
連
清
稲
、
古
記
文
を
捜
り
、
又
遺
老
の
語
を
問

(
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い
、
粗
く
繕
い
写
す
縁
起
を
修
す
る
こ
と
有
り
。
守
従
五
位
下
藤
原
朝
臣
村

椙
、
理
劇
の

に
斯
文
を
披
き
閲
る
に
、
諦
句
の
質
を
嫌
て
、
通
儒
の
筆
削

を
略
す
。
庶
ひ
ね
が
わ
く
ば
神
明
の
霊
跡
を
し
て
万
代
ま
で
長
く
傳
は
せ
し

む
。
即
ち
三
通
を
写
し
、
一
通
を
は
公
家
に
進
め
、
一
通
を
社
家
へ
贈
り
、

一
通
を
国
衙
に
留
め
給
う
の
み
。

　
　

寛
平
二
年
十
月
十
五
日

　
（
但
件
御
社
舊
依
無
縁
起
、
去
貞
観
十
六
年
春
、
神
宮
別
当
正
六
位
上
尾

張
連
清
稲
、
捜
古
記
文
、
又
問
遺
老
之
語
、
粗
加
繕
写
、
有
修
縁
起
、
守
従

五
位
下
藤
原
朝
臣
村
椙
、
理
劇
之

、
披
閲
斯
文
、
嫌
諦
句
之
質
、
略
通
儒

之
筆
削
。
庶
令
神
明
霊
跡
万
代
長
傳
也
。
即
写
三
通
、
一
通
進
公
家
、
一
通

贈
社
家
、
一
通
留
国
衙
。

　
　

寛
平
二
年
十
月
十
五
日
）

 

（『
尾
張
国
熱
田
太
神
宮
縁
起
』）

　

こ
の
部
分
で
は
『
縁
起
』
の
編
纂
の
過
程
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と

貞
観
十
六
年
に
尾
張
連
清
稲
が
熱
田
社
に
縁
起
が
な
か
っ
た
た
め
、
古
記
を
編
纂

し
「
原
縁
起
」
と
も
い
え
る
も
の
を
作
り
、
そ
れ
に
藤
原
村
椙
が
「
通
儒
の
筆

削
」
を
加
え
て
『
縁
起
』
と
し
た
と
す
る
。
藤
原
村
椙
は
冬
嗣
の
曽
孫
で
従
五
位

上
駿
河
守
で
あ
る
が
、
尾
張
清
稲
は
そ
の
存
在
を
確
認
す
る
資
料
が
見
つ
か
ら

ず
、『
縁
起
』
の
成
立
に
疑
問
符
を
つ
け
た
こ
と
は
研
究
史
で
確
認
し
た
通
り
で

あ
る
。
し
か
し
問
題
は
な
ぜ
村
椙
と
い
う
実
在
の
人
物
の
名
前
が
あ
げ
ら
れ
て
い

な
が
ら
、
清
稲
の
方
は
実
在
し
な
い
人
物
を
選
ん
で
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
に
類
似
す
る
形
を
持
っ
て
い
る
の
が
『
記
』
の
序
文
で
あ
る
。
そ
こ
に

は

　

こ
こ
に
、
旧
辞
の
誤
り
忤
へ
る
を
惜
し
み
、
先
紀
の
誤
り
錯
れ
る
を
正
し

た
ま
は
む
と
し
て
、
和
銅
四
年
九
月
十
八
日
を
も
ち
て
、
臣
安
万
侶
に
詔
し

て
、「
稗
田
阿
礼
が
誦
め
る
勅
語
の
旧
辞
を
撰
録
し
て
献
上
ら
し
む
」
と
の

ら
し
し
か
ば
、
謹
み
て
、
詔
旨
の
ま
に
ま
に
子
細
に
採
り
摭
ひ
つ
。

　
（
於
焉
、
惜
旧
辞
誤
忤
、
正
先
紀
之
誤
錯
、
以
和
銅
四
年
九
月
十
八
日
、

詔
臣
安
万
侶
、
撰
録
稗
田
阿
禮
所
誦
之
勅
語
旧
辞
以
献
上
者
、
謹
随
詔
旨
、

子
細
採
摭
。）

 

（『
古
事
記
』
序
文
）

と
あ
り
、
天
武
天
皇
の
時
代
に
旧
事
を
読
み
習
っ
た
稗
田
阿
礼
の
記
述
を
和
銅
四

年
に
太
安
万
侶
が
撰
録
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
実
在
が
定
か
で
は
な
い
人

物
が
持
っ
て
い
る
フ
ル
コ
ト
を
、
宮
廷
の
役
人
が
記
録
す
る
と
い
う
構
造
に
お
い

て
、『
縁
起
』
と
一
致
す
る
も
の
と
い
え
る
が
、
こ
の
序
文
に
つ
い
て
稗
田
阿
礼

は
そ
の
実
在
が
疑
問
視
さ
れ
、『
縁
起
』
と
同
様
に
序
文
、
ひ
い
て
は
『
記
』
本

文
も
偽
作
で
あ
る
と
い
う
論
も
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
様
々
な
反
論
が
な
さ
れ
て

い
る
が
、
例
え
ば
西
宮
一
民
は
こ
う
し
た
「
古
事
記
偽
書
説
」
に
つ
い
て
、『
記
』

の
和
銅
五
年
（
七
一
二
）
成
立
が
「
疑
わ
し
い
」
と
す
る
説
と
、
偽
書
と
し
て
の

『
記
』
の
目
的
を
挙
げ
た
説
に
分
け
て
批
判
を
し
て
い
る
。
さ
ら
に
後
者
に
対
し

て
、『
記
』
の
表
現
か
ら
こ
れ
が
天
武
天
皇
の
時
代
に
誦
習
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

と
示
し
た
。

　

こ
こ
で
ど
ち
ら
が
正
し
い
の
か
を
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
西
宮
が

「「
書
か
れ
た
通
り
理
解
す
る
」
こ
と
す
ら
未
だ
し
の
状
態
で
、
理
解
を
超
え
る
こ

と
に
つ
い
て
は
「
偽
書
だ
。」
と
い
ふ
の
は
基
本
的
に
を
か
し
い
と
私
は
思
ふ
。」

と
い
う
態
度
は
『
縁
起
』
を
寛
平
二
年
に
成
立
し
た
と
し
て
読
む
と
い
う
稲
生
の

(
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議
論
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

こ
う
し
た
『
記
』
の
議
論
に
対
し
て
、
斎
藤
英
喜
は
中
世
神
話
研
究
の
立
場
か

ら
「
偽
造
」
や
「
偽
作
」
と
い
っ
た
評
価
に
疑
問
を
呈
し
、
序
文
を
神
話
的
に
読

む
こ
と
を
打
ち
出
し
た
。
そ
れ
は
テ
キ
ス
ト
に
内
蔵
さ
れ
て
い
る
表
現
行
為
や
主

体
を
神
話
的
な
行
為
や
主
体
と
し
て
読
み
替
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で

斎
藤
は
阿
礼
の
「
誦
習
」
と
い
う
行
為
を
天
武
天
皇
の
勅
語
を
神
の
言
葉
を
呼
び

寄
せ
る
行
為
と
し
、
そ
れ
を
「
撰
録
」
し
た
安
万
侶
の
行
為
も
ま
た
「〈
神
の
言

葉
〉
を
、
い
わ
ば
こ
ち
ら
側
の
世
界
の
言
葉
に
す
る
行
為
、
つ
ま
り
審
神
者
の
行

為
と
考
え
ら
れ
る
。」
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
『
記
』
の
な
か
で
神
八
井
耳

と
い
う
「
敗
れ
た
皇
子
」
を
祖
先
と
す
る
大
安
万
侶
が
『
記
』
を
編
纂
す
る
と
い

う
構
造
こ
そ
が
、『
記
』
に
お
け
る
天
皇
の
正
統
性
を
保
証
す
る
機
制
で
あ
っ
た

こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
こ
と
は
つ
ま
り
『
記
』
の
序
文
の
表
現
の
構
造
は

『
記
』
本
文
の
そ
れ
と
リ
ン
ク
す
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

　

こ
の
斎
藤
の
研
究
は
『
記
』
の
序
文
に
対
し
て
、
真
書
か
偽
書
か
と
い
う
論
点

を
超
え
、
序
文
を
テ
キ
ス
ト
成
立
の
神
話
と
し
て
読
む
こ
と
で
、『
記
』
の
成
立

を
テ
キ
ス
ト
に
内
在
し
な
が
ら
迫
っ
た
と
い
う
点
で
評
価
で
き
る
。
こ
う
し
た
研

究
成
果
を
ふ
ま
え
、『
縁
起
』
に
つ
い
て
も
偽
書
か
否
か
、
と
い
う
議
論
を
超
え

テ
キ
ス
ト
に
内
在
的
に
読
み
進
め
る
必
要
が
あ
る
。

　

そ
こ
で
改
め
て
『
縁
起
』
の
奥
書
部
分
を
見
て
み
る
と
、
熱
田
社
に
は
縁
起
が

な
か
っ
た
た
め
に
、
尾
張
清
稲
が
古
記
文
や
遺
老
の
語
を
集
め
原
縁
起
と
呼
べ
る

も
の
を
作
っ
た
と
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
藤
原
村
椙
が
「
通
儒
の
筆
削
」
を
入
れ

る
こ
と
で
『
縁
起
』
と
し
て
完
成
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば

熱
田
社
の
由
来
を
語
る
『
縁
起
』
は
尾
張
氏
だ
け
で
は
作
れ
ず
、
村
椙
の
よ
う
な

中
央
か
ら
派
遣
さ
れ
た
存
在
が
い
な
け
れ
ば
『
縁
起
』
は
完
成
し
な
か
っ
た
、
と

い
う
事
で
も
あ
る
。
そ
の
時
神
社
の
由
来
を
残
そ
う
と
し
た
の
が
神
宮
別
当
と
い

う
「
古
来
当
宮
に
お
い
て
は
地
位
が
は
な
は
だ
低
」
い
尾
張
清
稲
と
中
央
か
ら
派

遣
さ
れ
た
国
司
で
あ
る
藤
原
村
椙
で
あ
る
と
い
う
点
は
、『
縁
起
』
の
成
立
に
重

要
な
意
味
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
『
縁
起
』
の
こ
の
部
分
を
『
記
』
と
同
じ
く
『
縁
起
」
自
ら
の
由
来
を
語
る
神

話
と
し
て
よ
む
こ
と
で
、
次
に
問
わ
れ
る
べ
き
は
神
社
の
由
来
に
こ
だ
わ
る
と
い

う
奥
書
の
表
現
構
造
が
、『
縁
起
』
本
文
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
か
と
い
う
事

で
あ
る
。
ま
た
そ
の
時
尾
張
氏
と
藤
原
氏
の
関
係
は
『
縁
起
』
本
文
の
中
で
ど
の

よ
う
に
表
れ
て
い
る
の
か
。
そ
の
た
め
に
次
は
本
文
を
検
討
し
て
い
く
。

3
．
草
薙
剣
と
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
│
│
『
古
語
拾
遺
』
と
の
比
較
か
ら

ⅰ
．
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
と
藤
原
村
椙

　
『
縁
起
』
は
前
述
し
た
よ
う
に
『
記
』・『
紀
』
や
『
尾
張
国
風
土
記
』
の
記
述

を
再
構
築
し
、
新
た
な
神
話
を
生
み
出
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
『
記
』・『
紀
』

の
読
み
替
え
を
し
て
い
る
書
物
と
し
て
あ
る
の
が
『
古
語
拾
遺
』
で
あ
る
。
ま
た

両
者
と
も
草
薙
剣
に
つ
い
て
の
記
述
が
豊
富
で
あ
る
が
、
そ
の
様
相
は
全
く
異
な

っ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
『
縁
起
』
で
は

　

正
一
位
熱
田
大
神
は
、
神
剣
を
以
て
主
と
す
。
□
□
（
本
名
）
叢
雲
の
剣

と
、
後
に
は
改
て
草
薙
剣
と
名
づ
く
。
御
社
を
□
（
尾
）
張
の
□
（
国
）
愛

智
郡
に
斎
い
奉
る
所
以
は
何
也
、
昔
し
大
足
彦
忍
代
別
天
皇
、
播
磨
稲
日
大

郎
姫
を
立
て
皇
后
と
し
、
二
皇
子
を
生
た
ま
へ
り
、
第
一
を
は
大
碓
命
曰

し
、
第
二
を
は
小
碓
命
と
曰
す
。
…

(

16(

(

17(

(
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（
正
一
位
熱
田
大
神
者
、
以
神
剣
為
主
、
□
□
（
本
名
）
叢
雲
剣
、
後
改

名
草
薙
剣
、
奉
斎
御
社
於
□
（
尾
）
張
□
（
国
）
愛
智
郡
、
所
以
者
何
也
、

昔
大
足
彦
忍
代
別
天
皇
、
立
播
磨
稲
日
大
郎
姫
為
皇
后
、
生
二
皇
子
、
第
一

曰
大
碓
命
、
第
二
曰
小
碓
命
、
…
）

 

（『
尾
張
国
熱
田
太
神
宮
縁
起
』）

と
あ
り
、
景
行
天
皇
の
皇
子
で
あ
る
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
出
生
か
ら
始
ま
り
、
そ
の

あ
と
東
征
の
物
語
に
つ
な
が
る
。
こ
の
部
分
は
縁
起
の
中
で
も
か
な
り
の
部
分
を

占
め
る
が
、『
古
語
拾
遺
』
で
は

　

纏
向
の
日
代
の
朝
に
至
り
て
、
日
本
武
命
を
し
て
東
の
夷
を
征
討
た
し

む
。
仍
り
て
、
道
を
枉
り
て
伊
勢
神
宮
に
詣
で
て
、
倭
姫
命
に
辞
見
し
た
ま

ふ
と
き
に
、
草
薙
剣
を
以
て
日
本
武
命
に
授
け
て
教
へ
て
曰
く
、「
慎
み
て

な
怠
り
そ
」
と
い
ふ
。
日
本
武
命
、
既
に
東
の
虜
を
平
げ
て
還
る
。
尾
張
国

に
至
り
て
、
宮
簀
姫
を
納
れ
た
ま
ひ
て
、
掩
留
り
て
月
を
踰
ぬ
。
剣
と
解
き

て
宅
に
置
き
、
徒
に
行
で
ま
し
て
伊
吹
山
に
登
り
、
毒
に
中
り
て
薨
り
ま
し

き
。
其
の
草
薙
剣
は
今
尾
張
の
熱
田
社
に
在
り
。
未
だ
礼
典
を
叙
て
ら
れ

ず
。

　
（
至
於
纏
向
日
代
朝
、
令
日
本
武
命
征
討
東
夷
。
仍
、
枉
道
詣
伊
勢
神

宮
、
辞
見
倭
姫
命
、
以
草
薙
剣
授
日
本
武
命
而
教
曰
、
慎
莫
怠
也
。
日
本
武

命
、
既
平
東
虜
還
。
至
尾
張
國
、
納
宮
簀
媛
、
淹
留
踰
月
。
解
剣
置
宅
、
徒

行
登
胆
吹
山
、
中
毒
而
薨
。
其
草
薙
剣
、
今
在
尾
張
国
熱
田
社
。
未
叙
礼
典

也
）

 

　
（『
古
語
拾
遺
』）

と
簡
素
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
特
に
そ
の
内
容
は
草
薙
剣
を
中
心
に
語
ら
れ
て

お
り
、
最
後
に
は
熱
田
社
に
対
す
る
祭
祀
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て

い
る
。
す
な
わ
ち
『
古
語
拾
遺
』
に
お
い
て
は
草
薙
剣
へ
の
祭
祀
の
み
が
問
題
と

さ
れ
て
い
る
が
、『
縁
起
』
で
は
草
薙
剣
だ
け
で
な
く
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
出
生
か

ら
死
ま
で
も
が
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
中
に
は
先
ほ
ど
挙
げ
た
「
覚
賀
鳥
」
の
物

語
な
ど
草
薙
剣
に
関
係
が
な
い
物
語
も
あ
り
、
草
薙
剣
に
の
み
関
心
が
向
け
ら
れ

て
い
る
の
で
は
な
く
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
そ
の
も
の
に
関
心
が
向
け
ら
れ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
『
縁
起
』
が
自
ら
の
祭
神
の
起
源
を
語
る
た
め
に
ヤ
マ
ト

タ
ケ
ル
を
必
要
と
し
て
い
る
か
ら
だ
と
い
え
る
。
で
は
な
ぜ
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
は

『
縁
起
』
に
欠
か
せ
な
い
の
か
。
そ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
次
の
部
分
で
あ
る
。

　

日
本
武
尊
淹
留
の
間
、
夜
中
に
厠
に
入
り
た
ま
う
の
邊
に
、
一
の
桑
の
樹

有
り
、
帯
く
所
の
剣
を
解
い
て
桑
の
枝
に
掛
け
、
厠
を
出
た
ま
う
と
き
剣
を

忘
れ
て
寝
殿
に
還
り
入
り
、
暁
に
到
て
驚
き
寤
め
て
、
桑
に
掛
け
た
ま
ふ
の

剣
を
取
ら
ん
と
欲
し
た
ま
う
に
、
満
樹
照
り
耀
く
、
光
采
人
を
射
る
に
、
神

光
を
憚
り
た
ま
わ
ず
、
剣
を
取
て
持
ち
帰
り
姫
に
告
げ
た
ま
う
に
桑
の
樹
光

を
放
つ
の
状
を
以
て
す
か
。
答
え
て
曰
く
此
の
樹
は
舊
よ
り
恠
異
無
し
。
自

か
ら
剣
の
光
と
知
る
。（
中
略
）
即
ち
剣
を
解
き
て
授
け
て
曰
く
、
此
の
剣

を
宝
と
し
持
つ
を
我
が
床
の
守
り
と
し
た
ま
へ
。
時
に
近
習
の
人
大
伴
建
日

臣
苦
に
諫
め
て
云
く
、
此
の
剣
を
は
留
め
給
う
べ
か
ら
ず
。
何
と
な
れ
ば
前

程
に
承
り
聞
く
、
気
吹
の
山
に
暴
悪
の
神
あ
り
、
若
し
剣
あ
ら
ず
ん
ば
何
と

か
毒
害
を
除
き
た
ま
は
ん

　
（
日
本
武
尊
淹
留
之
間
、
夜
中
入
厠
ゝ
邊
、
有
一
桑
樹
、
解
所
帯
剣
掛
桑

枝
、
出
厠
忘
剣
還
入
寝
殿
、
到
暁
驚
寤
、
欲
取
掛
桑
之
剣
、
満
樹
照
耀
、
光

采
射
人
、
而
不
憚
神
光
、
取
剣
持
帰
、
告
姫
以
桑
樹
放
光
之
状
、
答
曰
、
此
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樹
舊
無
恠
異
、
自
知
剣
光
、（
中
略
）
即
解
剣
授
曰
、
宝
持
此
剣
、
為
我
床

守
、
時
近
習
之
人
大
伴
建
日
臣
苦
諫
云
、
此
剣
不
可
留
、
何
者
前
程
承
聞
、

気
吹
山
有
暴
悪
神
、
若
非
剣
何
除
毒
害
、）

 

（『
尾
張
国
熱
田
太
神
宮
縁
起
』）

　

ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
が
夜
中
に
厠
へ
入
っ
た
と
き
に
剣
を
桑
の
樹
に
掛
け
忘
れ
、
朝

に
な
っ
て
見
る
と
剣
が
光
っ
て
い
た
の
で
剣
を
持
っ
て
ミ
ヤ
ズ
ヒ
メ
に
問
う
と
、

神
気
は
桑
の
木
で
は
な
く
草
薙
剣
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
わ
か
る
。
こ
れ
を
聞

い
た
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
は
ミ
ヤ
ズ
ヒ
メ
に
剣
を
「
我
が
床
の
守
り
」
と
す
る
よ
う
に

言
う
。
こ
の
部
分
は
『
尾
張
国
風
土
記
』
に
類
似
す
る
が
、『
縁
起
』
で
は
ミ
ヤ

ズ
ヒ
メ
が
光
を
放
っ
て
い
る
の
が
剣
で
あ
る
と
見
抜
く
。『
尾
張
国
風
土
記
』
逸

文
で
は

　

熱
田
の
社
は
、
昔
、
日
本
武
の
命
、
東
の
国
を
巡
歴
り
て
還
り
た
ま
ひ
し

時
、
尾
張
の
連
ら
が
遠
つ
祖
な
る
宮
酢
姫
の
命
を
娶
き
け
り
。
そ
の
家
に
宿

り
夜
頭
厠
に
向
き
ま
し
し
と
き
、
随
身
か
せ
る
剣
を
桑
の
木
に
掛
け
、
遺
し

て
殿
に
入
り
た
ま
ひ
け
り
。
乃
ち
驚
き
、
ま
た
往
き
て
取
り
た
ま
ふ
に
剣
に

光
あ
り
て
神
の
如
し
。
え
把
へ
ず
。
即
ち
宮
酢
姫
に
謂
り
て
曰
り
た
ま
は

く
、
こ
の
剣
に
神
し
き
気
あ
り
。
奉
斎
り
て
吾
が
形
影
と
す
べ
し
と
の
り
た

ま
ひ
け
り
と
い
ふ
。
因
り
て
以
ち
て
社
を
立
つ
。

　
（
熱
田
社
者
、
昔
、
日
本
武
命
、
巡
歴
東
国
還
時
、
娶
尾
張
連
等
遠
祖
宮

酢
姫
命
。
宿
於
其
家
、
夜
頭
向
厠
、
以
随
身
剣
、
掛
於
桑
木
、
遣
之
入
殿
。

乃
驚
、
更
往
取
之
、
剣
有
光
如
神
。
不
把
得
之
。
即
謂
宮
酢
姫
曰
。
此
剣
神

気
。
宜
奉
斎
之
、
為
吾
形
影
因
以
立
社
。）

 

　
（『
尾
張
国
風
土
記
』
逸
文
）

と
あ
り
、『
風
土
記
』
で
は
草
薙
剣
に
神
気
が
あ
る
と
述
べ
る
の
は
ヤ
マ
ト
タ
ケ

ル
だ
が
、『
縁
起
』
で
は
ミ
ヤ
ズ
ヒ
メ
の
活
躍
に
よ
っ
て
草
薙
剣
に
神
性
が
あ
る

こ
と
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
『
縁
起
』
に
は

　

日
本
武
尊
奄
忽
と
し
て
仙
化
の
後
、
宮
酢
姫
平
生
の
約
を
違
え
た
ま
わ

ず
、
獨
り
御
床
を
守
り
神
剣
を
安
置
し
給
う
に
、
光
彩
日
に
亜
げ
り
、
霊
験

著
に
聞
こ
ゆ
、
若
し
禱
請
の
人
有
れ
ば
、
感
応
は
影
と
響
き
に
同
じ
か
。
是

に
お
い
て
宮
酢
姫
親
舊
を
会
ひ
集
め
て
、
相
議
し
て
曰
く
、
我
が
身
衰
耗
し

て
、
昏
暁
な
れ
は
事
を
期
し
難
し
。
未
だ
瞑
さ
か
ら
ざ
る
の
前
に
社
を
占
め

剣
神
を
遷
し
奉
ら
ん
。
衆
議
し
て
こ
れ
を
感
し
て
そ
の
社
の
所
を
定
む
。
楓

の
樹
一
林
（
株
）
有
り
。
自
然
に
火
焼
け
、
水
田
の
中
に
倒
れ
る
と
も
光
焰

銷
ず
、
水
田
尚
熱
す
れ
ば
、
す
な
わ
ち
熱
田
社
と
号
す
。

　
（
日
本
武
尊
奄
忽
仙
化
之
後
、
宮
酢
姫
不
違
平
生
之
約
、
獨
守
御
床
安
置

神
剣
、
光
彩
亜
日
、
霊
験
著
聞
、
若
有
禱
請
之
人
、
感
応
同
影
響
、
於
是
宮

酢
姫
会
集
親
舊
、
相
議
曰
、
我
身
衰
耗
、
昏
暁
難
期
事
、
須
未
瞑
之
前
占
社

奉
遷
剣
神
。
衆
議
感
之
、
其
定
社
之
所
、
有
楓
樹
一
林
（
株
）、
自
然
火

焼
、
倒
水
田
中
、
光
焰
不
銷
、
水
田
尚
熱
、
仍
号
熱
田
社
）

 

（『
尾
張
国
熱
田
太
神
宮
縁
起
』）

と
あ
り
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
薨
去
の
後
も
「
平
生
の
約
」
を
違
わ
ず
草
薙
剣
を
安

置
し
て
い
た
ミ
ヤ
ズ
ヒ
メ
が
、
自
ら
の
衰
弱
を
理
由
に
新
た
に
社
を
作
り
、
そ
こ

に
剣
を
遷
す
こ
と
を
親
類
と
相
談
し
た
と
い
う
。
こ
こ
で
草
薙
剣
は
「
剣
神
を
遷

し
奉
ら
ん
。」
と
「
神
剣
」
か
ら
「
剣
神
」
へ
と
変
貌
し
て
お
り
、
そ
の
剣
神
は

ミ
ヤ
ズ
ヒ
メ
の
親
類
に
よ
っ
て
楓
の
樹
が
水
田
に
倒
れ
て
も
炎
が
消
え
な
か
っ
た

と
い
う
特
異
な
場
所
に
祭
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
記
述
は
「
す
な
わ
ち
熱
田

『
尾
張
国
熱
田
太
神
宮
縁
起
』
を
読
む
（
谷
口　

潤
）
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社
と
号
す
」
と
あ
る
よ
う
に
単
な
る
地
名
の
由
来
で
は
な
く
熱
田
社
と
い
う
社
が

ど
の
よ
う
に
で
き
た
の
か
と
い
う
由
来
を
語
っ
て
い
る
と
捉
え
る
べ
き
で
、
そ
こ

に
は
ミ
ヤ
ズ
ヒ
メ
の
祭
祀
者
と
し
て
の
活
躍
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
は
じ
め
て

草
薙
剣
は
剣
神
と
し
て
熱
田
社
に
祭
ら
れ
る
神
に
な
る
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
『
縁

起
』
で
は
「
凡
そ
剣
神
を
此
国
に
斎
ひ
奉
る
こ
と
は
、
惣
て
宮
酢
姫
と
建
稲
種
公

の
縁
な
り
」
と
述
べ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
部
分
は
ミ
ヤ
ズ
ヒ
メ
と
そ
の
兄
タ
ケ
イ

ナ
ダ
ネ
を
祖
と
す
る
尾
張
氏
の
祭
祀
を
根
拠
づ
け
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

し
か
し
問
題
は
そ
う
し
た
尾
張
氏
に
よ
る
熱
田
社
祭
祀
が
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
が

草
薙
剣
を
「
我
が
床
の
守
り
」
と
し
た
こ
と
で
始
ま
っ
た
点
で
あ
る
。
そ
も
そ
も

「
床
の
守
り
」
と
は
な
ん
な
の
か
。『
古
語
拾
遺
』
に
も
こ
れ
に
似
た
表
現
が
登
場

す
る
。

　

日
臣
命
、
来
目
部
を
帥
て
、
宮
門
を
衛
護
り
、
其
の
開
闔
を
掌
る
。
饒
速

日
命
、
内
物
部
を
帥
て
、
矛
楯
を
造
り
備
ふ
。
其
の
物
既
に
備
は
り
て
、
天

富
命
、
諸
々
の
斎
部
を
率
て
、
天
璽
の
鏡
・
剣
を
捧
げ
持
ち
て
、
正
殿
に
安

き
奉
り
、

瓊
玉
を
懸
け
、
其
の
幣
物
を
陳
ね
て
、
殿
祭
の
祝
詞
す
。〔
其

の
祝
詞
の
文
は
別
巻
に
在
り
。〕
次
に
、
宮
門
を
祭
る
。〔
其
の
祝
詞
も
、
亦

別
巻
に
在
り
〕
然
る
後
に
、
物
部
乃
ち
矛
・
盾
を
立
つ
。
大
伴
・
来
目
仗
を

建
て
、
門
を
開
き
て
、
四
方
の
国
を
朝
ら
し
め
て
、
天
位
の
貴
き
こ
と
を
観

し
む
。
此
の
時
に
当
り
て
、
帝
と
神
と
、
其
の
際
未
だ
遠
か
ら
ず
。
殿
を
同

く
し
床
を
共
に
す
。
此
を
以
て
常
と
為
す
。

　
（
日
臣
命
、
帥
来
目
部
、
衛
護
宮
門
、
掌
其
開
闔
。
饒
速
日
命
、
帥
内
物

部
、
造
備
矛
楯
。
其
物
既
備
、
天
富
命
、
率
諸
斎
部
、
捧
持
天
璽
鏡
・
剣
、

奉
安
正
殿
、

懸
瓊
玉
、
陳
其
幣
物
、
殿
祭
祝
詞
。〔
其
祝
詞
文
在
別
巻
。〕

次
、
祭
宮
門
。〔
其
祝
詞
、
亦
在
別
巻
〕
然
後
、
物
部
乃
立
矛
・
盾
。
大

伴
・
来
目
建
仗
、
開
門
令
朝
四
方
之
国
、
以
観
天
位
之
貴
。
当
此
之
時
、
帝

之
与
神
、
其
際
未
遠
。
同
殿
共
床
。
以
此
為
常
。）

 

（『
古
語
拾
遺
』）

　

こ
の
場
面
で
は
、
神
武
天
皇
が
即
位
の
際
に
与
え
ら
れ
た
天
璽
の
鏡
と
剣
（
八

咫
鏡
と
草
薙
剣
）
を
正
殿
に
祭
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の

天
璽
と
神
武
天
皇
は
「
同
殿
共
床
」
を
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。
重
要
な
の
は
神
武

天
皇
が
草
薙
剣
と
床
を
共
に
で
き
る
の
は
、
彼
自
身
が
神
に
近
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
た
め
神
武
か
ら
時
代
が
下
る
と
崇
神
天
皇
は

　

磯
城
の
瑞
垣
の
朝
に
至
り
て
、
漸
に
神
の
威
を
畏
り
て
、
殿
を
同
く
し
た

ま
ふ
に
安
か
ら
ず
。
故
更
に
斎
部
を
し
て
石
凝
姥
神
が
裔
・
天
目
一
個
神
が

裔
の
二
氏
を
率
て
、
更
に
鏡
を
鋳
、
剣
を
造
ら
し
め
て
、
護
り
の
御
璽
と
為

す
。
是
今
践
祚
す
日
に
、
献
る
神
璽
の
鏡
・
剣
な
り
。
依
り
て
、
倭
の
笠
縫

邑
に
就
き
て
、
殊
に
磯
城
の
神
籬
を
立
て
て
、
天
照
大
神
及
び
草
薙
剣
を
遷

し
奉
り
て
、
皇
女
豊
鍬
入
姫
命
を
し
て
斎
ひ
奉
ら
し
む
。

　
（
至
于
磯
城
瑞
垣
朝
、
漸
畏
神
威
、
同
殿
不
安
。
故
、
更
令
斎
部
氏
率
石

凝
姥
神
裔
・
天
目
一
筒
神
裔
二
氏
、
更
鋳
鏡
造
剣
、
以
為
護
御
璽
。
是
、
今

践
祚
之
日
、
所
献
神
璽
鏡
剣
也
。
仍
、
就
於
倭
笠
縫
邑
、
殊
立
磯
城
神
籬
、

奉
遷
天
照
大
神
及
草
薙
剣
、
令
皇
女
豊
鍬
入
姫
命
奉
斎
焉
。）

 

　
（『
古
語
拾
遺
』）

神
で
あ
る
ア
マ
テ
ラ
ス
（
鏡
）
と
草
薙
剣
の
威
を
恐
れ
、
鏡
剣
の
模
造
を
作
り
本

物
を
磯
城
の
神
籬
に
移
し
ト
ヨ
ス
キ
イ
リ
ビ
メ
に
祀
ら
せ
た
と
あ
る
。
こ
こ
に
天

上
の
神
々
の
時
代
、
神
と
人
が
近
く
、
神
々
の
孫
達
が
活
躍
す
る
時
代
、
神
と
人

佛
教
大
学
大
学
院
紀
要　

文
学
研
究
科
篇　
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が
遠
く
離
れ
て
、
神
々
の
末
裔
達
が
活
躍
す
る
時
代
の
三
つ
の
時
代
が
『
古
語
拾

遺
』
固
有
の
構
造
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、『
縁
起
』
に
お
い
て
も

ミ
ヤ
ズ
ヒ
メ
が
「
平
生
の
約
」
の
た
め
に
守
っ
て
い
た
草
薙
剣
は
「
光
彩
日
に
亜

げ
り
、
霊
験
著
に
聞
こ
ゆ
、
若
し
禱
請
の
人
有
れ
ば
、
感
応
は
影
と
響
き
に
同
じ

か
」
と
描
か
れ
る
ほ
ど
の
神
威
を
発
揮
し
、
ミ
ヤ
ズ
ヒ
メ
も
年
老
い
た
後
、
親
族

た
ち
と
相
談
し
て
熱
田
社
を
建
て
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
力
を
持
つ
草
薙
剣
を

「
床
の
守
り
」
と
す
る
こ
と
が
で
き
た
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
は
草
薙
剣
の
写
し
身
と
も

い
え
る
存
在
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
そ
の
と
き
「
床
の
守
り
」
と
し
て
ヤ
マ
ト
タ

ケ
ル
が
熱
田
に
草
薙
剣
を
奉
斎
す
る
よ
う
言
っ
た
こ
と
は
、
草
薙
剣
そ
の
も
の
の

要
望
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
は
天
皇
に
東
国
平
定
の

た
め
に
派
遣
さ
れ
そ
の
際
天
皇
に
対
し

　

天
皇
の
明
威
を
仮
り
、
往
て
其
の
境
に
臨
ん
で
、
示
す
に
徳
教
を
以
て
、

猶
服
は
ざ
る
こ
と
有
ら
ば
、
兵
を
挙
げ
て
討
撃
せ
ん
と
。

　
（
仮
天
皇
之
明
威
、
往
臨
其
境
、
示
以
徳
教
、
猶
有
不
服
、
挙
兵
討
撃
、）

 

（『
尾
張
国
熱
田
太
神
宮
縁
起
』）

と
「
徳
教
」
を
も
っ
て
平
定
す
る
と
答
え
る
の
で
あ
る
。「
徳
教
」
す
な
わ
ち
儒

教
を
も
っ
て
東
国
を
平
定
す
る
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
は
ま
さ
に
、『
縁
起
』
の
奥
書
で

「
理
劇
の

に
斯
文
を
披
き
閲
る
に
、
諦
句
の
質
を
嫌
て
、
通
儒
の
筆
削
を
略

す
。」
と
「
通
儒
」
の
知
恵
を
も
っ
て
中
央
か
ら
派
遣
さ
れ
た
国
司
藤
原
村
椙
の

姿
と
リ
ン
ク
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
尾
張
氏
に
よ
る
祭
祀
の
根
拠
を
東
国
征
伐

の
た
め
中
央
か
ら
派
遣
さ
れ
た
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
が
保
証
す
る
と
い
う
構
造
と
、
尾

張
清
稲
が
作
り
上
げ
た
原
縁
起
が
東
国
に
派
遣
さ
れ
た
国
司
で
あ
る
藤
原
村
椙
に

よ
っ
て
は
じ
め
て
『
縁
起
』
と
し
て
成
立
す
る
と
い
う
構
造
は
、
尾
張
氏
に
よ
る

祭
祀
が
常
に
外
部
の
者
に
よ
っ
て
正
統
性
を
保
証
さ
れ
る
と
い
う
点
で
相
似
形
で

あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

以
上
か
ら
『
縁
起
』
が
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
出
生
か
ら
死
ま
で
を
描
い
て
い
る
理

由
は
、『
縁
起
』
が
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
に
熱
田
社
の
起
源
を
背
負
わ
せ
て
い
る
た
め

で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
『
縁
起
』
の
奥
書
の
構
造
と
一
致
す
る
の
で
あ
る
が
、

次
は
な
ぜ
『
縁
起
』
が
こ
の
よ
う
な
構
造
を
も
つ
の
か
が
問
わ
れ
る
。
そ
れ
に
つ

い
て
は
後
に
見
て
い
く
。

　

ⅱ
．
律
令
地
方
神
祇
祭
祀
か
ら
の
自
立

　

一
方
で
『
縁
起
』
は
徹
頭
徹
尾
熱
田
社
が
ど
の
よ
う
に
し
て
で
き
た
の
か
、
そ

の
由
来
を
解
い
て
い
る
と
い
う
側
面
が
あ
る
。
そ
の
た
め
皇
位
の
剣
と
し
て
の
草

薙
剣
と
い
う
側
面
を
一
切
描
か
れ
て
い
な
い
。
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
死
後
、
彼
が
死

ん
だ
の
は
「
気
吹
山
に
お
い
て
病
を
受
け
た
ま
う
を
は
、
神
剣
を
身
を
放
ち
た
ま

う
所
以
な
り
」
と
し
、
そ
こ
か
ら
草
薙
剣
が
ど
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
た
の
か
、

ス
サ
ノ
ヲ
の
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
退
治
の
物
語
か
ら
明
ら
か
に
し
て
い
く
が
、
そ
の

後
草
薙
剣
が
ア
マ
テ
ラ
ス
か
ら
皇
孫
に
渡
さ
れ
る
と
い
う
『
記
』
や
『
紀
』
一
書

第
一
の
よ
う
な
記
述
は
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
、

　

朱
鳥
元
年
夏
六
月
己
巳
朔
戊
寅
、
天
皇
御
病
を
占
い
た
て
ま
つ
る
に
、
草

薙
剣
の
祟
り
と
為
し
、
即
ち
有
司
に
勅
し
て
尾
張
国
熱
田
社
に
還
し
奉
る
。

そ
れ
よ
り
以
来
、
始
御
社
守
七
人
一
人
を
は
長
と
し
、

六
人
を
は
烈
と
す

を
置
か
せ
た
ま
ふ

　
（
朱
鳥
元
年
夏
六
月
己
巳
朔
戊
寅
、
占
天
皇
御
病
、
草
薙
剣
為
祟
、
即
勅

有
司
、
奉
還
尾
張
国
熱
田
社
、
自
爾
以
来
、
始
置
御
社
守
七
人
一
人
為
長
、

六
人
為
烈

。） 　

 

（『
尾
張
国
熱
田
太
神
宮
縁
起
』）

(
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『
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国
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を
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谷
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潤
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と
い
う
記
述
か
ら
も
『
縁
起
』
の
関
心
が
神
社
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
天

智
天
皇
の
時
代
に
盗
ま
れ
た
草
薙
剣
が
そ
の
ま
ま
ど
こ
か
に
留
め
置
か
れ
た
た
め

天
武
天
皇
に
祟
っ
た
、
と
い
う
記
事
で
こ
れ
は
『
紀
』
天
武
天
皇
条
に

　

戊
寅
に
、
天
皇
の
病
を
卜
ふ
に
、
草
薙
剣
に
祟
れ
り
。
即
日
に
、
尾
張
国

熱
田
社
に
送
り
置
く
。

　
（
戊
寅
、
卜
天
皇
病
、
祟
草
薙
剣
。
即
日
、
送
置
于
尾
張
国
熱
田
社
）

 
（『
日
本
書
紀
』
巻
二
九
朱
鳥
元
年
六
月
戊
寅
条
）

と
あ
る
も
の
と
類
似
す
る
。
し
か
し
そ
の
後
に
御
社
守
七
人
を
置
い
た
と
い
う
記

事
は
『
縁
起
』
独
自
も
の
で
あ
る
。
こ
の
御
社
守
と
は
ど
の
よ
う
な
職
な
の
か
は

不
明
だ
が
、
後
世
の
書
物
で
あ
る
『
熱
田
大
宮
司
千
秋
家
譜
』
や
『
尾
治
宿
祢
田

島
氏
系
譜
』
に
は
天
武
天
皇
の
時
代
に
大
宮
司
が
お
か
れ
た
と
す
る
記
述
が
あ

る
。
こ
こ
か
ら
中
世
熱
田
社
の
政
治
史
的
研
究
を
進
め
た
藤
本
元
啓
は
、
後
世
で

は
熱
田
社
の
理
解
と
し
て
大
宮
司
の
起
源
が
天
武
朝
に
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た

と
指
摘
し
た
。
御
社
守
の
長
が
実
際
に
大
宮
司
の
起
源
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
不
明

だ
が
、
少
な
く
と
も
熱
田
社
に
お
け
る
役
職
の
起
源
が
こ
こ
で
示
さ
れ
て
い
る
。

　

つ
ま
り
『
縁
起
』
は
ま
ず
①
祭
神
で
あ
る
草
薙
剣
が
な
ぜ
尾
張
国
に
も
た
ら
さ

れ
た
の
か
を
描
き
、
②
そ
の
祭
神
で
あ
る
草
薙
剣
の
由
来
を
ス
サ
ノ
ヲ
の
ヤ
マ
タ

ノ
ヲ
ロ
チ
退
治
譚
に
よ
っ
て
示
す
。
そ
し
て
③
熱
田
社
が
ど
の
よ
う
に
で
き
た
の

か
を
説
明
し
、
④
最
後
に
熱
田
社
に
仕
え
る
神
職
の
起
源
を
示
す
、
と
い
う
構
造

を
持
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
『
古
語
拾
遺
』
の
よ
う
な
「
神
璽
の
剣
」
に
対
す
る

関
心
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
う
し
た
言
説
は
神
祇
官
に
よ
る
祈
年
祭
を
通
し
て
全
国

の
神
社
を
支
配
し
よ
う
と
す
る
律
令
下
に
お
け
る
神
社
の
中
で
は
な
く
、
む
し
ろ

一
個
の
神
社
と
し
て
自
立
し
て
い
く
中
で
生
ま
れ
て
き
た
と
考
え
る
ほ
う
が
自
然

で
あ
る
。

　
『
古
語
拾
遺
』
が
草
薙
剣
を
皇
位
の
剣
と
し
て
描
く
の
は
、
草
薙
剣
を
神
璽
の

剣
の
起
源
と
し
て
描
く
こ
と
で
、
九
世
紀
当
時
即
位
儀
礼
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
っ

た
神
祇
官
を
再
び
即
位
儀
礼
に
呼
び
戻
す
こ
と
を
目
指
し
た
た
め
で
あ
っ
た
と
い

え
る
が
、
で
は
『
縁
起
』
が
草
薙
剣
と
熱
田
社
の
起
源
を
示
そ
う
と
し
た
の
は
ど

の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
の
か
、
次
に
そ
の
歴
史
的
契
機
に
つ
い
て
検

討
す
る
こ
と
で
、『
縁
起
』
の
成
立
に
迫
っ
て
い
く
。

4
．
尾
張
氏
と
藤
原
氏

　

先
に
『
縁
起
』
の
奥
書
が
『
縁
起
』
自
身
が
自
ら
の
由
来
を
語
る
神
話
と
し
て

あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
こ
で
重
要
な
の
は
尾
張
氏
が
作
っ
た
も
の

を
、
藤
原
氏
が
受
け
継
ぎ
『
縁
起
』
に
し
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
こ
ま

で
描
か
れ
た
尾
張
氏
の
活
躍
は
、
藤
原
氏
が
受
け
継
ぎ
記
録
し
た
た
め
に
『
縁

起
』
と
し
て
残
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
『
縁
起
』
が
語
る
神
話
は
藤
原
氏
の

大
宮
司
家
と
し
て
の
正
統
性
を
語
る
神
話
と
も
い
え
る
。
そ
こ
で
注
目
し
た
い
の

が
尾
張
氏
と
藤
原
氏
と
い
う
二
つ
の
氏
族
の
関
係
で
あ
る
。

　

尾
張
氏
と
藤
原
氏
（
の
ち
の
千
秋
家
）
は
と
も
に
大
宮
司
家
で
あ
る
。
熱
田
社

で
は
は
じ
め
尾
張
氏
が
大
宮
司
家
と
し
て
代
々
社
務
を
つ
か
さ
ど
っ
て
い
た
が
、

寛
徳
二
年
（
一
〇
四
五
）
か
ら
応
徳
年
間
（
一
〇
八
四
〜
八
七
）
ま
で
大
宮
司
職

に
あ
っ
た
尾
張
員
職
が
娘
を
藤
原
南
家
の
文
章
博
士
、
大
学
頭
の
藤
原
実
範
の

子
、
季
兼
（
一
〇
四
四
〜
一
一
〇
一
）
に
嫁
が
せ
る
。
季
兼
は
三
河
国
に
移
住

し
、
尾
張
国
の
目
代
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
子
季
範
（
一
〇
九
〇
〜
一
一
五
五
）
が

外
祖
父
で
あ
る
員
職
に
よ
り
大
宮
司
職
を
譲
与
さ
れ
た
と
さ
れ
、
こ
こ
か
ら
熱
田

(
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社
の
長
官
で
あ
る
大
宮
司
職
は
季
範
の
子
孫
が
受
け
継
い
で
い
く
。『
縁
起
』
が

そ
の
奥
書
で
尾
張
氏
と
藤
原
氏
と
い
う
二
つ
の
氏
族
の
名
前
を
出
し
て
い
る
こ
と

か
ら
も
、
こ
う
し
た
大
宮
司
職
を
め
ぐ
る
動
き
と
『
縁
起
』
に
な
ん
ら
か
の
関
係

が
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
当
時
の
熱
田
社

と
そ
れ
を
め
ぐ
る
地
方
神
社
行
政
に
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
熱
田
社
に
関
す
る
古
代
の
資
料
は
あ
ま
り
多
く
は
な
い
が
、
九
世
紀

半
ば
ご
ろ
か
ら
熱
田
社
に
対
す
る
官
符
や
国
符
が
多
く
な
る
。
そ
の
う
ち
の
一
つ

を
見
て
み
る
と
。

太
政
官
符　

尾
張
国
司

一
従
三
位
熱
田
神
戸
の
百
姓
は
永
く
公
役
を
停
め
、
一
向
に
神
社

に

神
宮
寺
を
修
理
す
べ
き
事
。

右
神
主
正
七
位
下
祝
部
宮
麿
等
解
に

う
。
件
の
社

に
神
宮
寺
等
、
内
縁

の
神
願
、
営
作
の
雑
事
、
類
に
触
る
こ
と
繁
多
に
し
て
、
神
戸
の
百
姓
、
一

向
に
神
事
に
仕
え
る
べ
し
。
而
し
て
当
郡
司
等
、
或
い
は
往
還
逓
送
の
役
に

差
わ
せ
、
昼
夜
使
を
追
い
、
或
い
は
交
易
雑
物

に
正
税
を
班
給
す
。
斉
限

を
論
ぜ
ず
、
強
く
刑
罰
を
行
い
、
自
余
の
濫
行
勝
計
す
べ
か
ら
ず
。
こ
こ
に

よ
り
て
年
中
修
理
、
已
に
闕
怠
致
し
、
社
破
れ
祟
屢
郷
邑
に
発
す
。
託
宣
の

咎
頻
り
に
示
し
、
神
主
等
こ
の
由
を
陳
べ
る
と
雖
も
、
国
郡
曽
ね
て
行
を
改

め
ず
、
神
戸
の
民
の
弊
無
斯
く
過
ぎ
て
甚
だ
無
し
。
望
み
て
請
う
。
太
政
官

去
弘
仁
二
年
九
月
廿
三
日
。
五
月
三
日
両
度
符
の
旨
に
依
り
て
、
永
く
公
役

を
停
止
し
、
専
ら
神
事
に
勤
め
よ
と
い
へ
り
。

（
一
応
従
三
位
熱
田
神
戸
百
姓
永
停
公
役
。
一
向
修
理
神
社

神
宮
寺

事

右
得
神
主
正
七
位
下
祝
部
宮
麿
等
解

。
件
社

神
宮
寺
等
。
内
縁
神
願
。

営
作
雑
事
。
触
類
繁
多
。
神
戸
百
姓
。
須
仕
一
向
神
事
。
而
当
郡
司
等
。
或

差
往
還
逓
送
之
役
。
昼
夜
追
使
。
或
班
給
交
易
雑
物

正
税
。
不
論
斉
限
。

強
行
刑
罰
。
自
余
濫
行
不
可
勝
計
。
因
茲
年
中
修
理
。
已
致
闕
怠
。
社
破
之

祟
屢
発
郷
邑
。
託
宣
之
咎
頻
示
。
神
主
等
雖
陳
此
由
。
国
郡
曽
不
改
行
。
神

戸
民
弊
無
過
斯
甚
。
望
請
。
依
太
政
官
去
弘
仁
二
年
九
月
廿
三
日
。
五
月
三

日
両
度
符
旨
。
永
停
止
公
役
。
専
勤
神
事
者
。）

 

（『
平
安
遺
文
』
八
三　

承
和
十
四
年
三
月
七
日
）

と
あ
り
国
司
が
神
戸
の
百
姓
に
公
役
を
課
し
百
姓
を
疲
弊
さ
せ
て
い
た
た
め
、
神

社
の
修
理
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
社
が
破
損
し
て
お
り
、
そ
れ
が
元
で
祟

り
が
起
こ
る
こ
と
を
恐
れ
た
た
め
公
役
を
停
止
さ
せ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
で

問
題
な
の
は
「
祟
屢
郷
邑
に
発
す
」
と
い
う
部
分
で
あ
る
。
祟
り
が
起
き
、
託
宣

に
よ
っ
て
国
司
が
行
い
を
改
め
る
べ
き
で
あ
る
と
神
主
た
ち
が
述
べ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
国
司
が
こ
れ
を
改
め
な
か
っ
た
た
め
に
、
太
政
官
符
が
出
さ
れ
た
と
い

え
る
。

　

九
世
紀
半
ば
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
神
社
の
管
理
を
疎
か
に
し
た
た
め
に
祟
り
が

起
こ
っ
た
と
す
る
官
符
が
た
び
た
び
発
布
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
岡
田

荘
司
は
奈
良
時
代
か
ら
平
安
初
期
に
増
加
し
た
こ
う
し
た
祟
り
の
記
事
に
注
目

し
、
祟
り
を
為
す
神
を
卜
占
に
よ
っ
て
特
定
し
奉
る
こ
と
で
、
祟
り
を
防
ぐ
た
め

地
方
神
社
を
監
視
す
る
体
制
が
組
み
上
げ
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
熱

田
社
の
古
文
書
に
お
い
て
も
九
世
紀
中
ご
ろ
か
ら
祟
り
の
記
事
が
多
く
み
ら
れ
る

の
は
、
熱
田
社
も
こ
の
監
視
体
制
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
。

　

し
か
し
こ
れ
に
よ
っ
て
地
方
神
祇
祭
祀
に
お
け
る
国
司
の
責
任
が
増
し
、
地
方

(
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神
祇
祭
祀
の
国
司
委
任
は
時
代
が
下
る
に
つ
れ
更
に
強
く
な
っ
て
い
く
。

　
『
朝
野
群
裁
』
に
は
長
保
三
年
（
一
〇
〇
一
）
に
熱
田
社
に
参
拝
し
た
尾
張
守

大
江
匡
衡
の
熱
田
宮
祭
文
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　

右
、
匡
衡
鶴
板
を
顔
巷
に
賜
い
、
熊
軾
を
尾
州
に
促
す
。
昔
雪
窓
の
幽
明

に
泥
ん
で
、
今
熱
田
の
冥
助
を
仰
ぐ
。
去
年
神
拝
の
次
、
代
々
の
例
に
依
り

て
、
す
で
に
臨
時
の
祭
を
奉
る
。

　
（
右
匡
衡
賜
鶴
板
於
顔
巷
。
促
熊
軾
於
尾
州
。
昔
泥
雪
窓
之
幽
明
。
今
仰

熱
田
冥
助
。
去
年
神
拝
之
次
。
依
代
々
之
例
。
已
奉
臨
時
祭
。）

 

（『
朝
野
群
載
』
熱
田
宮
祈
請
男
挙
周
明
春
侍
中
所
望
状
）

こ
こ
で
国
司
で
あ
る
大
江
匡
衝
が
熱
田
社
に
参
拝
し
、「
代
々
の
例
」
に
よ
っ
て

臨
時
祭
を
挙
行
し
た
、
と
あ
り
、
国
司
に
よ
る
初
任
神
拝
が
慣
例
と
な
っ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
一
宮
制
の
成
立
の
要
件
の
一
つ
で
あ
る
。
一
宮
制
は
平

安
中
期
か
ら
中
世
に
か
け
て
成
立
し
た
神
階
制
度
だ
が
、
そ
の
特
徴
は
国
衙
に
結

集
し
た
在
庁
官
人
や
領
主
等
を
基
盤
と
し
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
岡
田

地
方
国
衙
と
一
宮
）。
そ
の
た
め
国
ご
と
の
体
制
に
左
右
さ
れ
、
統
一
的
な
国
家

制
度
と
は
言
え
な
い
が
、
尾
張
に
お
け
る
そ
の
成
立
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の

は
先
述
し
た
尾
張
氏
と
目
代
藤
原
氏
の
婚
姻
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
尾
張
に
お
け
る
一
宮
の
成
立
に
関
し
て
荘
園
の
支
配
か
ら
検
討
し
た
の

が
上
村
喜
久
子
で
あ
る
。
上
村
は
康
治
二
年
（
一
一
四
三
）
の
尾
張
国
安
食
庄
検

中
帳
案
に
つ
い
て
、
そ
こ
に
見
え
る
熱
田
社
領
の
記
載
を
検
討
し
て
い
る
。
安
食

庄
は
延
喜
十
四
年
に
醍
醐
寺
修
理
料
に
加
え
ら
れ
た
が
、
上
村
は
そ
の
う
ち
熱
田

社
領
の
ほ
と
ん
ど
を
占
め
る
東
如
意
、
西
如
意
と
呼
ば
れ
る
地
域
の
七
割
が
荒
野

で
あ
る
こ
と
に
注
目
す
る
。
こ
う
し
た
荒
野
に
対
し
て
醍
醐
寺
が
持
っ
て
い
た
権

益
は
桑
畑
へ
の
賦
課
の
み
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
領
主
権
な
ど
の
権
益
を
熱
田
社

が
行
使
し
え
た
。
こ
の
よ
う
な
社
領
の
集
積
が
大
宮
司
家
と
国
司
の
結
託
に
よ
る

国
領
の
寄
進
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
と
上
村
は
指
摘
し
た
。
そ
し
て
大
宮
司
家

と
目
代
藤
原
氏
の
婚
姻
は
こ
の
よ
う
な
所
領
集
積
に
極
め
て
有
利
な
条
件
を
作
り

だ
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
社
領
の
集
積
を
可
能
に
し
た
両
者
の
婚
姻
は
尾
張
に
お
け
る
一
宮
制

の
進
展
に
寄
与
し
た
と
言
え
る
。
し
か
し
そ
れ
は
同
時
に
大
宮
司
職
が
ま
す
ま
す

尾
張
氏
か
ら
離
れ
る
原
因
に
も
な
っ
た
。
ま
た
大
宮
司
職
が
尾
張
氏
か
ら
藤
原
氏

に
移
っ
た
こ
と
は
、
社
領
や
大
宮
司
家
領
が
藤
原
氏
に
移
っ
た
と
い
う
事
で
あ

り
、『
台
記
』
に
は
尾
張
氏
が
こ
れ
に
よ
っ
て
窮
地
に
陥
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
記

述
も
あ
る
。

　

廿
三
日
丁
酉
、
尾
張
成
重
を
召
し
て
仰
せ
て
曰
く
、
汝
年
老
い
て
家
貧
し

く
と
も
、
勤
労
懈
無
く
、
吾
深
く
之
を
憐
む
、
尾
張
国
日
置
荘
を
検
注
せ
し

め
ん
と
欲
す
る
も
如
何
。

　

臣
昔
熱
田
の
神
主
に
し
て
、
こ
こ
を
も
っ
て
彼
の
国
に
勢
有
る
者
の
敬
礼

も
っ
と
も
深
し
、
今
貧
く
し
て
彼
の
国
に
向
か
え
ば
、
昔
の
従
者
蔑
む
こ
と

有
る
も
如
何
、
況
や
神
主
の
職
を
去
る
の
日
、
誓
い
て
言
う
、
還
た
此
の
職

に
補
さ
れ
ず
ん
ば
、
ま
た
此
国
に
向
か
わ
ず
、
何
ぞ
小
利
に
貧
し
、
先
の
誓

を
變
え
ん
や
、
敢
え
て
之
を
辞
す
と
。

　
（
廿
三
日
丁
酉
、
召
尾
張
成
重
仰
曰
、
汝
年
老
家
貧
、
勤
労
無
懈
、
吾
深

憐
之
、
欲
令
検
注
尾
張
国
日
置
荘
如
何

　

臣
昔
熱
田
神
主
、
是
以
彼
国
有
勢
者
敬
礼
尤
深
、
今
貧
向
彼
国
、
昔
従
者

有
蔑
如
何
、
況
去
神
主
職
之
日
、
誓
言
、
不
還
補
此
職
、
不
復
向
此
国
矣
、

(
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何
貧
小
利
、
變
先
誓
乎
、
敢
辞
之
。）

 

（『
台
記
』
久
安
六
年
七
月
二
十
三
日
条
）

　

こ
こ
で
は
左
大
臣
藤
原
頼
長
が
家
人
の
尾
張
成
重
の
困
窮
を
憐
れ
ん
で
尾
張
国

日
置
荘
を
与
え
よ
う
と
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
成
重
は
こ
れ
に
対
し
、
再
び
熱
田

の
神
主
と
な
る
ま
で
は
尾
張
国
に
は
帰
ら
な
い
と
誓
っ
た
と
し
て
こ
の
提
案
を
辞

退
す
る
。
再
び
熱
田
社
の
神
主
と
な
る
ま
で
は
尾
張
国
に
は
戻
ら
な
い
と
い
う
成

重
の
覚
悟
が
表
れ
て
い
る
と
読
め
る
が
、
頼
長
の
提
案
を
「
小
利
」
と
し
て
退
け

る
ほ
ど
に
は
困
窮
し
て
は
い
な
か
っ
た
と
も
い
え
る
。

　

そ
れ
を
証
明
す
る
よ
う
に
熱
田
社
に
お
け
る
尾
張
氏
の
勢
力
も
大
宮
司
職
を
離

れ
た
か
ら
と
言
っ
て
完
全
に
排
除
で
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
権
宮
司
職
と
な
っ
た

尾
張
氏
の
内
、
惣
検
校
馬
場
家
は
神
事
の
庶
務
を
つ
か
さ
ど
り
、
祝
詞
師
田
島
家

は
祭
主
と
し
て
祝
詞
を
奏
上
す
る
役
職
に
就
い
て
い
た
。
さ
ら
に
『
熱
田
大
宮
司

家
千
秋
家
譜
』
に
は

　

治
承
二
年
二
位
殿
の
命
に
依
り
、
範
忠
忠
兼
に
譲
與
す
。
初
め
て
任
職
の

間
三
年
な
り
。
亦
正
治
二
年
十
二
月
十
九
日
庁
宣
を
賜
い
、
同
三
年
正
月
四

日
、
始
め
て
海
蔵
門
に
お
い
て
之
を
披
か
ん
と
欲
す
。
然
ら
ば
新
規
と
称
し

て
紀
大
夫
殿
の
神
前
に
之
を
開
く
、
但
し
社
家
等
を
し
て
御
請
せ
し
め
、
施

行
は
同
月
十
四
日
之
を
献
す

　
（
治
承
二
年
依
二
位
殿
命
範
忠
譲
與
忠
兼
初
任
職
間
三
年　

亦
正
治
二
年

十
二
月
十
九
日
賜
庁
宣　

同
三
年
正
月
四
日
始
於
海
蔵
門
欲
披
之　

然
称
新

規
而
於
紀
大
夫
殿
神
前
開
之　

但
社
家
等
令
御
請
施
行
者　

同
月
十
四
日
献

之
）

 

（『
熱
田
大
宮
司
家
千
秋
家
譜
』）

と
あ
り
、
二
位
殿
（
平
宗
盛
）
の
命
に
よ
っ
て
大
宮
司
藤
原
範
忠
が
孫
の
忠
兼
に

大
宮
司
職
を
譲
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
忠
兼
が
正
月
四
日
に
海
蔵
門
で
庁
宣
を

披
露
し
よ
う
と
し
た
の
に
対
し
、
そ
れ
が
新
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
た
め
紀
大
夫
社

で
披
露
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
、
社
家
の
「
御
請
」
も
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
と
あ
る
。
こ
こ
に
大
宮
司
に
対
す
る
社
家
の
独
立
的
な
立
場
が
読
み
取

れ
る
。
そ
れ
は
社
家
が
熱
田
社
の
経
済
的
基
盤
の
一
部
を
担
っ
て
い
た
こ
と
に
由

来
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
こ
の
時
期
、
平
氏
政
権
の
台
頭
と
そ
れ
に
対
立
す
る
勢
力
と
の
争
い
の

中
で
大
宮
司
家
も
不
安
定
な
状
況
に
追
い
込
ま
れ
る
。
範
忠
は
平
治
の
乱
で
義
朝

方
に
つ
き
、
直
接
的
な
処
罰
こ
そ
な
か
っ
た
も
の
の
一
時
期
周
防
国
に
配
流
さ
れ

て
い
る
。
こ
う
し
た
不
安
定
な
情
勢
の
中
で
藤
原
氏
は
大
宮
司
家
と
な
っ
た
の
で

あ
り
、
大
宮
司
職
に
就
い
た
か
ら
と
言
っ
て
直
ち
に
熱
田
社
内
部
に
お
け
る
支
配

的
な
地
位
を
築
け
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

　

以
上
か
ら
一
一
世
紀
中
ご
ろ
に
お
け
る
国
司
の
藤
原
氏
と
大
宮
司
家
尾
張
氏
の

婚
姻
を
き
っ
か
け
に
熱
田
社
は
律
令
制
下
の
地
方
神
祇
か
ら
中
世
的
な
一
宮
制
の

神
社
へ
と
向
か
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
社
会
の
変
化
の

な
か
で
藤
原
氏
は
大
宮
司
家
と
し
て
の
盤
石
な
地
位
を
得
た
わ
け
で
は
な
か
っ

た
。
そ
し
て
季
範
の
代
に
藤
原
氏
は
大
宮
司
職
を
譲
ら
れ
る
が
、
そ
の
な
か
で
藤

原
氏
が
大
宮
司
職
と
し
て
熱
田
社
を
掌
握
し
て
い
く
た
め
に
『
縁
起
』
は
編
纂
さ

れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

折
し
も
律
令
制
が
変
貌
し
て
い
く
中
で
、『
縁
起
』
の
関
心
が
あ
く
ま
で
神
社

と
し
て
の
熱
田
社
の
由
来
に
収
斂
す
る
の
も
、
律
令
制
に
よ
る
地
方
神
祇
支
配
を

受
け
る
神
社
で
は
な
く
、
尾
張
国
の
鎮
守
と
し
て
自
社
の
由
来
を
語
る
『
縁
起
』

(

27(

(

28(

『
尾
張
国
熱
田
太
神
宮
縁
起
』
を
読
む
（
谷
口　

潤
）

四
〇



が
こ
の
時
期
に
必
要
と
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
を
踏
ま
え
る
と

『
縁
起
』
の
成
立
は
十
二
世
紀
を
遡
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
こ
で
再
び
『
縁
起
』
の
奥
書
に
戻
る
と
、
神
宮
別
当
で
あ
る
尾
張
清
稲
が
作

っ
た
縁
起
を
国
司
で
あ
る
藤
原
村
椙
が
筆
削
を
加
え
『
縁
起
』
を
完
成
さ
せ
た
こ

と
は
、『
縁
起
』
が
求
め
ら
れ
た
十
二
世
紀
初
期
の
熱
田
社
の
状
況
を
反
映
さ
せ

た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
こ
に
登
場
す
る
尾
張
清
稲
が
神
宮
別
当
と
い
う

低
い
地
位
に
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
藤
原
氏
に
大
宮
司
家
を
譲
っ
た
尾
張
氏
を
反
映

し
て
い
る
た
め
で
あ
る
と
い
え
る
。
ま
た
国
司
で
あ
る
藤
原
村
椙
が
筆
削
を
加
え

た
の
は
目
代
か
ら
大
宮
司
家
に
な
っ
た
藤
原
氏
の
神
話
的
始
祖
と
し
て
村
椙
が
あ

る
た
め
と
い
え
る
。
さ
ら
に
村
椙
が
加
え
た
の
が
「
通
儒
」
の
筆
削
で
あ
る
の
も

藤
原
氏
が
文
章
博
士
で
あ
る
南
家
実
範
流
の
流
れ
を
く
む
一
族
で
あ
っ
た
こ
と
と

無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。『
縁
起
』
の
奥
書
は
ま
さ
に
藤
原
氏
に
よ
る
熱
田
社

祭
祀
の
起
源
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
尾
張
氏
が
草
薙
剣
を
祀
る
き
っ
か
け
を
作
っ
た
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
と
、
尾

張
清
稲
の
作
っ
た
原
縁
起
を
『
縁
起
』
と
し
て
成
立
さ
せ
た
藤
原
村
椙
は
尾
張
氏

に
よ
る
熱
田
社
祭
祀
の
正
統
性
を
保
証
す
る
と
い
う
点
で
一
致
す
る
が
、
藤
原
村

椙
を
自
ら
の
神
話
的
始
祖
と
す
る
大
宮
司
家
は
、
村
椙
、
ひ
い
て
は
ヤ
マ
ト
タ
ケ

ル
と
同
じ
く
尾
張
氏
に
よ
る
熱
田
社
祭
祀
を
保
証
す
る
存
在
と
な
る
の
で
あ
る
。

終
わ
り
に

　

以
上
『
縁
起
』
の
成
立
に
つ
い
て
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
に
沿
っ
て
考
察
し
て
き

た
。『
縁
起
』
の
成
立
に
関
し
て
一
番
の
論
点
で
あ
っ
た
奥
書
の
部
分
を
、『
縁

起
』
が
自
ら
の
由
来
を
語
る
神
話
と
読
む
こ
と
で
、
テ
キ
ス
ト
の
外
側
か
ら
成
立

を
求
め
る
成
立
論
的
な
見
方
で
は
な
く
、
テ
キ
ス
ト
の
内
容
か
ら
そ
の
成
立
に
迫

る
方
向
性
を
示
し
た
。
そ
し
て
『
縁
起
』
に
お
け
る
記
述
は
『
古
語
拾
遺
』
の
そ

れ
と
比
較
し
た
と
き
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
記
述
に
比
重
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
、

そ
し
て
そ
れ
は
尾
張
氏
に
よ
る
熱
田
社
祭
祀
の
正
統
性
を
保
証
す
る
と
い
う
点
で

奥
書
の
構
造
と
一
致
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
同
時
に
『
縁
起
』
が
あ
く
ま
で
熱

田
社
の
成
立
に
関
心
を
置
い
て
お
り
そ
こ
に
は
王
権
へ
の
関
心
は
見
ら
れ
な
い
こ

と
を
明
ら
か
に
し
て
、
そ
れ
が
律
令
制
下
の
神
社
の
在
り
方
の
変
化
と
か
か
わ
る

も
の
で
あ
る
と
し
た
。

　

熱
田
社
で
は
国
衙
と
の
結
び
つ
き
が
強
く
な
り
、
最
終
的
に
藤
原
氏
が
尾
張
氏

か
ら
大
宮
司
職
を
受
け
、
尾
張
氏
が
権
宮
司
と
祝
師
と
し
て
そ
の
下
に
つ
い
た
。

こ
の
よ
う
な
変
化
は
律
令
制
か
ら
一
宮
制
へ
と
変
化
し
て
い
く
地
方
神
祇
祭
祀
の

在
り
方
と
リ
ン
ク
し
て
お
り
、『
縁
起
』
が
熱
田
社
の
由
来
に
関
心
を
置
く
の
も

こ
う
し
た
変
化
の
な
か
で
、
尾
張
国
の
鎮
守
と
し
て
の
自
ら
の
由
来
を
求
め
た
た

め
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
点
で
『
縁
起
』
は
草
薙
剣
の
霊
験
譚
と
し
て
中
世
日

本
紀
の
世
界
へ
と
至
る
流
れ
の
始
点
と
し
て
評
価
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
結
果
を
踏
ま
え
、
次
に
注
目
す
べ
き
は
『
縁
起
』
が
ど
の
よ
う
に
受
容
さ

れ
た
の
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
重
要
な
位
置
を
占
め
る
の
が
道
行
譚
で
あ
る
。『
縁

起
』
の
後
半
に
は
『
紀
』
の
天
智
天
皇
七
年
是
歳
条
を
も
と
に
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
草
薙
剣
の
霊
験
譚
が
描
か
れ
て
い
る
が
、「
吾
は
是
れ
熱
田
の
剣
神
な

り
、
而
し
て
野
僧
に
欺
か
れ
、
殆
ん
ど
新
羅
に
着
け
ん
と
て
、
初
に
は
七
條
の
袈

裟
に
裏
み
し
を
、
脱
か
れ
出
で
社
に
還
へ
る
に
、
後
に
は
九
條
の
袈
裟
に
裏
め

は
、
其
れ
解
脱
れ
難
し
、（『
縁
起
』）」
と
い
っ
た
よ
う
に
草
薙
剣
が
託
宣
を
下
す

な
ど
『
紀
』
よ
り
も
詳
細
な
描
写
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
記
述
が
中
世
に

(
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広
ま
っ
た
道
行
譚
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て
い
る
の
か
を
検
討
す
る
こ
と

で
、
中
世
に
お
け
る
草
薙
剣
を
考
察
す
る
一
助
と
し
た
い
。

〔
注
〕

谷
口
潤
「
草
薙
剣
と
天
皇
即
位
儀
礼
」『
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要　

文
学
研
究
科

篇
』
第
四
十
八
号
（
二
〇
二
〇
）

西
田
長
男
『
群
書
解
題
』
神
祇
部
中
八
二
頁
（
続
群
書
類
従
完
成
会
一
九
六
〇
）

尾
崎
知
行
「
尾
張
国
熱
田
大
神
宮
縁
起
に
つ
い
て
」『
説
林
』
第
一
五
号
（
一
九

六
七
）

小
島
鉦
作
、
井
後
政
晏
校
注
『
神
道
体
系　

神
社
編
十
九　

熱
田
』（
神
道
体
系

編
纂
会
一
九
九
〇
）

西
宮
秀
紀
「「
尾
張
国
熱
田
太
神
宮
縁
記
」
写
本
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
」
愛
知

県
史
研
究
第
四
号
（
二
〇
〇
〇
）

伊
藤
正
義
「
熱
田
の
深
秘
│
│
中
世
日
本
紀
私
注
│
│
」『
人
文
研
究
』
第
三
一

巻
五
八
頁
（
一
九
八
〇
）

青
木
周
平
「『
尾
張
国
熱
田
太
神
縁
記
』
の
性
格
と
古
事
記
の
引
用
」
青
木
周
平

編
上
代
文
学
研
究
会
叢
書
『
古
事
記
受
容
史
』
一
三
七
頁
（
笠
間
書
院
二
〇
〇

三
）

茨
木
美
行
「『
尾
張
国
熱
田
太
神
宮
縁
記
』
と
『
尾
張
国
風
土
記
』
逸
文
」
皇
学

館
大
学
紀
要
第
四
七
輯
（
二
〇
〇
九
）

阿
部
泰
郎
「
日
本
紀
と
い
う
運
動
」『
国
文
学　

解
釈
と
鑑
賞
』
第
六
四
巻
四
号

八
頁
（
一
九
九
九
）

稲
生
知
子
「
九
世
紀
『
尾
張
国
熱
田
太
神
宮
縁
起
』」『
日
本
文
学
』
第
五
号
二
四

頁
（
二
〇
一
七
）

稲
生
前
掲
（
11
）
三
〇
頁

稲
生
知
子
「
稲
種
公
之
妹
│
│
『
尾
張
国
熱
田
太
神
宮
縁
起
』
の
〈
神
話
〉
生
成

│
│
」『
古
代
文
学
研
究
』
第
二
六
号
（
二
〇
一
七
）

大
和
岩
雄
『
古
事
記
成
立
考
』（
大
和
書
房
一
九
八
八
）

西
宮
一
民
「「
古
事
記
偽
書
説
」
不
成
立
の
論
」『
上
代
文
学
』
第
四
六
号
（
一
九

八
一
）

西
宮
前
掲
（
14
）
三
一
頁

斎
藤
英
喜
「
勅
語
・
誦
習
・
撰
録
と
『
古
事
記
』
│
│
「
序
」
の
神
話
的
読
み
か

ら
│
│
」『
日
本
の
文
学
』
第
一
集
一
六
七
│
一
六
八
頁
（
有
精
堂
一
九
八
七
）

斎
藤
前
掲
（
16
）
一
七
四
頁

西
田
前
掲
（
2
）
八
三
頁

谷
口
前
掲
（
1
）
一
一
八
頁

藤
本
元
啓
「
熱
田
大
宮
司
職
の
補
任
」『
中
世
熱
田
社
の
構
造
と
展
開
』
一
四
三

頁
（
続
群
書
類
従
刊
行
会
二
〇
〇
三
）
初
出
「
中
世
熱
田
大
宮
司
職
の
補
任
に
つ

い
て
」『
日
本
宗
教
文
化
史
研
究
』
七
号
（
二
〇
〇
〇
）

谷
口
前
掲
（
1
）
一
二
一
頁

国
史
大
系
編
修
会
編
『
国
史
大
系　

第
五
九
巻　

尊
卑
分
脈　

第
二
編
』（
吉
川

弘
文
館
一
九
六
六
）

岡
田
荘
司
「
天
皇
と
神
々
の
循
環
型
祭
祀
体
系
│
│
古
代
の
祟
神
」『
神
道
宗
教
』

第
一
九
九
号
八
六
（
二
〇
〇
五
）
に
よ
れ
ば
、「
卜
占
は
、
国
家
神
的
性
格
の

神
々
を
は
じ
め
、
地
方
・
地
域
の
神
々
に
至
る
ま
で
、
祟
り
の
原
因
を
特
定
で
き

る
機
能
を
持
っ
た
、
こ
の
も
と
で
、
神
々
と
天
皇
と
神
職
と
の
間
は
、
直
結
・
循

環
し
た
緊
張
関
係
が
維
持
さ
れ
た
。
諸
国
の
神
祇
が
直
接
天
皇
を
祟
る
と
い
う
事

態
は
国
ご
と
に
国
司
委
任
の
国
内
祭
祀
体
制
が
形
成
さ
れ
る
契
機
と
な
り
、
地
方

の
国
司
へ
対
し
て
神
祇
の
管
理
を
徹
底
し
て
い
く
こ
と
が
要
請
さ
れ
、
神
社
の
修

造
、
神
職
の
管
理
が
進
め
ら
れ
た
。」
と
す
る
。

岡
田
荘
司
「
平
安
期
の
国
司
祭
祀
と
諸
国
一
宮
」
一
宮
研
究
会
編
『
中
世
一
宮
制

の
歴
史
的
展
開　

下
：
総
合
研
究
編
』
九
頁
（
岩
田
書
院
二
〇
〇
四
）

上
村
喜
久
子
「
尾
張
三
宮
熱
田
社
領
の
形
成
と
構
造
」『
尾
張
の
荘
園
・
国
衙
領

と
熱
田
社
』
三
一
六
、
三
一
七
頁
（
中
世
史
研
究
叢
書
二
〇
一
二
）
初
出
同
題

『
日
本
歴
史
』
二
九
四
号
二
三
、
二
四
頁
（
一
九
七
二
）

藤
本
元
啓
「
藤
原
性
熱
田
大
宮
司
家
の
成
立
と
平
治
の
乱
」
藤
本
前
掲
（
20
）
十

二
頁
、
初
出
「
十
一
〜
十
三
世
紀
に
お
け
る
熱
田
大
宮
司
家
と
そ
の
一
門
」『
神

道
史
学
会
』
三
九
号
三
〇
、
三
一
頁
（
一
九
九
一
）

藤
本
元
啓
「
熱
田
社
権
宮
司
家
の
所
領
と
諸
職
」
藤
本
前
掲
（
26
）
初
出
「
中
世
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『
尾
張
国
熱
田
太
神
宮
縁
起
』
を
読
む
（
谷
口　

潤
）

四
二



熱
田
社
の
権
宮
司
家
│
│
馬
場
・
田
島
家
の
所
領
・
所
職
文
書
を
中
心
に
│
│
」

『
奈
良
史
学
』
十
三
号
（
一
九
九
五
）

た
だ
し
、
熱
田
社
が
三
宮
と
し
て
決
定
さ
れ
る
の
は
、
一
宮
の
真
清
田
社
や
二
宮

の
大
県
社
に
比
べ
て
遅
れ
る
と
さ
れ
る
。
上
村
は
前
掲
（
25
）
に
お
い
て
熱
田
社

が
三
宮
と
な
っ
た
の
は
「
永
万
元
年
神
祇
官
諸
社
年
貢
注
文
」（『
平
安
遺
文
』
三

三
五
八
）
に
見
え
る
「
一
宮
、
二
宮
、
熱
田
社
」
と
見
え
る
も
の
を
初
見
資
料
と

し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
『
真
清
田
神
社
史
』（
真
清
田
神
社
史
編
纂
委
員
会
編

一
九
九
四
）
は
こ
れ
を
初
見
資
料
と
す
る
の
は
不
適
当
で
あ
る
と
し
、「
元
久
元

年
十
二
月
付
尾
張
国
海
東
中
庄
検
注
取
帳
」（
久
我
家
文
書
『
愛
知
県
史
』
九
巻

一
一
三
）
を
初
出
と
し
、
上
村
も
こ
の
指
摘
を
認
め
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
熱
田

社
が
三
宮
と
な
る
の
が
ほ
か
の
神
社
に
遅
れ
る
理
由
を
、
既
に
十
一
世
紀
初
め
ま

で
に
尾
張
国
の
鎮
守
と
し
て
の
地
位
を
ゆ
る
ぎ
な
い
も
の
と
し
て
い
た
故
に
、

一
、
二
宮
制
に
求
め
る
も
の
が
な
か
っ
た
た
め
と
し
て
い
る
。

青
木
前
掲
（
7
）
一
三
七
頁

〔
原
典
資
料
〕

・
小
島
鉦
作
、
井
後
政
晏
校
注
『
神
道
体
系　

神
社
編
十
九　

熱
田
』（
神
道
体
系
編
纂

会
一
九
九
〇
）

・
西
宮
一
民
校
注
『
古
事
記
』（
桜
楓
社
一
九
七
六
）
な
お
訓
読
は
西
宮
一
民
『
新
潮
古

典
文
学
集
成　

古
事
記
』（
新
潮
社
一
九
七
九
）
を
用
い
た
。

・
植
垣
節
也
校
注
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

五　

風
土
記
』（
小
学
館
一
九
九
七
）

・
竹
内
理
三
『
平
安
遺
文
』（
東
京
堂
出
版
一
九
七
六
）

・
国
史
大
系
編
修
会
編
『
国
史
大
系　

第
二
九
巻
上　

朝
野
群
載
』（
吉
川
弘
文
館
一
九

六
四
）

・
増
補
「
史
料
大
成
」
刊
行
会
編
『
増
補
史
料
大
成　

台
記　

二
』（
臨
川
書
店
一
九
七

五
）

・
愛
知
県
編
「
熱
田
大
宮
司
千
秋
家
譜
」『
愛
知
県
史
』
資
料
編
6　

古
代
Ⅰ
（
愛
知
県

一
九
九
九
）

（
た
に
ぐ
ち　

じ
ゅ
ん　

文
学
研
究
科
歴
史
学
専
攻
博
士
後
期
課
程
）

（
指
導
教
員
：
斎
藤
英
喜　

教
授
）

二
〇
二
〇
年
九
月
三
十
日
受
理

(

28(

(

29(

佛
教
大
学
大
学
院
紀
要　

文
学
研
究
科
篇　

第
四
十
九
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
）

四
三


